
域
外
適
用
と
銀
証
分
離
の
交
錯
（
藤
川
）

（
一
五
一
九
）

域
外
適
用
と
銀
証
分
離
の
交
錯

│
グ
ロ
ー
バ
ル
金
融
法
制
の
新
潮
流

│

藤　
　

川　
　

信　
　

夫

は
じ
め
に

米
国
金
融
改
革
法
は
ボ
ル
カ
ー
・
ル
ー
ル
を
中
心
に
広
範
な
内
容
、
規
則
委
任
等
か
ら
な
り
、
成
立
後
も
多
く
の
議
論
と
影
響
を
巻
き

起
こ
し
て
い
る
。
大
き
な
問
題
意
識
と
し
て
同
法
の
包
括
的
課
題
を
念
頭
に
置
き
つ
つ
、
域
外
適
用
と
外
国
会
社
の
影
響
等
を
切
り
口
に

焦
点
を
絞
り
、
金
融
資
本
市
場
と
揺
れ
動
く
現
下
の
国
際
金
融
規
制
の
帰
趨
お
よ
び
実
践
等
に
つ
き
検
討
を
進
め
る
。
紙
幅
の
制
約
も
あ

り
、
域
外
適
用
の
修
正
内
容
、
破
綻
法
制
、
英
国
金
融
改
革
等
の
詳
細
、
さ
ら
に
域
外
適
用
の
理
論
的
統
一
性
な
ど
は
別
稿
に
て
考
察
す

る
予
定
で
あ
る
。

一
七
一



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
四
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）

（
一
五
二
〇
）

第
一
章　

ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
と
ボ
ル
カ
ー
・
ル
ー
ル
の
制
限　

1
．
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
の
主
旨

二
〇
一
〇
年
七
月
二
一
日
成
立
し
た
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
（D
odd-F

rank W
all S

treet R
eform

 and C
onsum

er P
rotection A

ct （
1
）

）
は
、

今
次
の
金
融
危
機
後
の
対
応
と
し
て
ボ
ル
カ
ー
・
ル
ー
ル
、
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
改
革
、
ヘ
ッ
ジ
フ
ァ
ン
ド
規
制
、
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ

バ
ナ
ン
ス
改
善
、
消
費
者
・
投
資
家
保
護
等
、
多
く
の
課
題
に
対
処
せ
ん
と
す
る

（
2
）

。
そ
の
包
摂
す
る
範
囲
は
広
く
、
大
き
な
変
革
を
目
論

む
も
の
で
あ

（
3
）

る
（
4
）

。
方
向
性
、
十
分
性
な
ど
に
つ
き
、
米
国
共
和
党
や
金
融
業
界
の
巻
き
返
し
や
ロ
ビ
ー
活
動
か
ら
内
容
が
骨
抜
き
に
な
り

つ
つ
あ
る
と
も
伝
え
ら
れ
、
他
方
で
は
不
十
分
で
一
層
の
強
化
が
求
め
ら
れ
、
規
制
の
整
合
性
な
ど
を
指
摘
す
る
見
解

（
5
）

も
出
さ
れ
る
。

2
．
ボ
ル
カ
ー
・
ル
ー
ル
の
規
制
対
象
と
業
務
範
囲
制
限
な
ら
び
に
適
用
除
外

ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
に
お
け
る
業
務
内
容
・
範
囲
に
関
す
る
規
制
と
し
て
は
、
ボ
ル
カ
ー
・
ル
ー
ル
な
ら
び
に
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引

規
制
が
あ
る
。

⑴　

ボ
ル
カ
ー
・
ル
ー
ル
の
規
制
概
要

ボ
ル
カ
ー
・
ル
ー
ル
で
は
、
銀
行
と
そ
の
持
株
会
社
・
グ
ル
ー
プ
会
社
に
対
し
、
自
己
勘
定
ト
レ
ー
デ
ィ
ン
グ
、
ヘ
ッ
ジ
フ
ァ
ン
ド
な

ら
び
に
Ｐ
Ｅ
フ
ァ
ン
ド
の
出
資
等
に
つ
き
、
リ
ス
ク
ヘ
ッ
ジ
目
的
、
顧
客
依
頼
取
引
等
の
例
外
は
あ
る
が
、
原
則
禁
止
す
る
。
ポ
ー
ル
・

ボ
ル
カ
ー
元
Ｆ
Ｒ
Ｂ
議
長
の
起
案
に
よ
る
同
ル
ー
ル
は
、
銀
行
の
業
務
範
囲
を
制
限
し
、
預
金
保
険
制
度
の
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
で
保
護

さ
れ
た
銀
行
が
高
リ
ス
ク
業
務
を
行
い
、
金
融
機
関
の
規
模
が
大
き
過
ぎ
て
つ
ぶ
せ
な
い
Ｔ
Ｂ
Ｔ
Ｆ
（T

oo B
ig T

o F
ail

）
問
題
と
な
ら

な
い
よ
う
に
規
模
拡
大
に
制
限
を
加
え
る
。
こ
の
う
ち
業
務
範
囲
規
制
は
、
銀
行
ま
た
は
銀
行
を
保
有
す
る
金
融
機
関
が
顧
客
サ
ー
ビ
ス

一
七
二



域
外
適
用
と
銀
証
分
離
の
交
錯
（
藤
川
）

（
一
五
二
一
）

と
関
係
の
な
い
自
己
勘
定
取
引
業
務
を
行
う
こ
と
の
禁
止
お
よ
び
ヘ
ッ
ジ
フ
ァ
ン
ド
（
Ｈ
Ｆ
）、
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
・
エ
ク
イ
テ
ィ
・
フ
ァ

ン
ド
（
Ｐ
Ｅ
）
の
投
資
、
ス
ポ
ン
サ
ー
行
為
の
禁
止
を
内
容
と
す
る
。
規
模
規
制
は
、
既
存
の
預
金
シ
ェ
ア
の
上
限
規
制
を
補
完
す
る
も

の
と
し
て
大
規
模
金
融
機
関
の
負
債
の
市
場
シ
ェ
ア
の
過
度
の
拡
大
に
対
し
て
よ
り
広
範
な
制
限
を
謀
す
る

（
6
）

。
規
制
対
象
行
為
は
、
第
一

に
業
務
範
囲
規
制
に
つ
い
て
は
自
己
勘
定
取
引
の
禁
止
（
六
一
九
条
⒝
）、
Ｈ
Ｆ
お
よ
び
Ｐ
Ｅ
へ
の
ス
ポ
ン
サ
ー
行
為
・
投
資
の
禁
止

（
六
一
九
条
⒞
）、
Ｈ
Ｆ
ま
た
は
Ｐ
Ｅ
の
投
資
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
・
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
に
就
い
て
い
る
金
融
機
関
に
よ
る
当
該
フ
ァ
ン
ド
と
の
取

引
制
限
（
六
一
九
条
⒠
）、
以
上
の
規
制
行
為
を
行
う
Ｆ
Ｒ
Ｂ
監
督
対
象
ノ
ン
バ
ン
ク
に
対
す
る
資
本
要
件
等
の
引
上
げ
（
六
一
九
条
⒡
）、

第
二
に
規
模
規
制
に
つ
い
て
は
、
合
併
後
の
総
負
債
が
全
対
象
金
融
機
関
の
負
債
合
計
の
一
〇
％
を
越
え
る
合
併
等
の
禁
止
（
六
二
〇
条
）

で
あ
る
。

⑵　

適
用
除
外
規
定
の
概
要

ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
第
六
一
九
条
に
お
い
て
は
、
ボ
ル
カ
ー
・
ル
ー
ル
の
適
用
除
外
を
定
め
る
。
第
六
一
九
条
⒝
自
己
勘
定
取
引
の

禁
止
に
つ
き
、
政
府
関
係
機
関
の
債
務
等
に
対
す
る
適
用
除
外
と
し
て
、
自
己
勘
定
取
引
の
禁
止
は
以
下
の
取
引
に
は
適
用
し
な
い
。
ⅰ

合
衆
国
又
は
合
衆
国
の
機
関
の
債
務
（
合
衆
国
ま
た
は
合
衆
国
の
機
関
が
完
全
に
保
証
す
る
債
務
を
含
む
）、
ⅱ
連
邦
政
府
抵
当
金
庫
（G

innie 

M
ae

）、
連
邦
住
宅
抵
当
公
庫
（F

annie M
ae

）、
連
邦
住
宅
金
融
紙
当
会
庫
（F

reddie M
ac

）
の
債
務
、
パ
ー
テ
ィ
シ
ペ
ー
シ
ョ
ン
ま
た
は

そ
の
他
の
金
融
商
品
（
そ
れ
ら
の
機
関
が
完
全
に
保
証
す
る
債
務
を
含
む
）、
ⅲ
州
ま
た
は
州
の
機
関
の
債
務
。
海
外
の
行
為
に
対
す
る
適
用

除
外
と
し
て
、
外
国
法
に
よ
り
設
立
さ
れ
業
務
の
大
半
を
米
国
外
で
行
う
会
社
ま
た
は
海
外
業
務
の
中
で
付
随
的
に
発
生
す
る
も
の
以
外

は
米
国
内
で
業
務
を
行
っ
て
い
な
い
会
社
が
完
全
に
米
国
外
で
行
う
行
為
に
対
し
て
は
、
自
己
勘
定
取
引
の
禁
止
を
適
用
し
な
い
（
当
該

会
社
が
米
国
法
な
い
し
州
法
に
よ
り
設
立
さ
れ
る
会
社
に
支
配
さ
れ
て
い
る
場
合
は
除
く
）。

一
七
三
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第
六
一
九
条
⒞
Ｈ
Ｅ
ま
た
は
Ｐ
Ｅ
へ
の
ス
ポ
ン
サ
ー
の
禁
止
に
つ
き
、
海
外
の
行
為
に
対
す
る
適
用
除
外
と
し
て
、
外
国
法
に
よ
り
設

立
さ
れ
業
務
の
大
半
を
米
国
外
で
行
う
会
社
ま
た
は
海
外
業
務
の
中
で
付
随
的
に
発
生
す
る
も
の
以
外
は
米
国
内
で
業
務
を
行
っ
て
い
な

い
会
社
が
完
全
に
米
国
外
で
行
う
行
為
に
対
し
て
は
、
Ｈ
Ｆ
ま
た
は
Ｐ
Ｅ
へ
の
ス
ポ
ン
サ
ー
・
投
資
の
禁
止
を
適
用
し
な
い
（
当
該
会
社

が
米
国
法
な
い
し
州
法
に
よ
り
設
立
さ
れ
る
会
社
に
支
配
さ
れ
て
い
る
場
合
は
除
く
）。

第
六
一
九
条
⒡
一
定
の
ノ
ン
バ
ン
ク
金
融
会
社
に
対
す
る
資
本
要
件
の
引
上
げ
に
つ
き
、
政
府
関
係
機
関
、
小
規
模
企
業
投
資
会
社
、

公
共
の
福
祉
に
関
連
す
る
取
引
・
投
資
に
関
す
る
適
用
除
外
と
し
て
、
追
加
資
本
等
の
賦
課
は
以
下
に
関
連
す
る
取
引
に
つ
い
て
は
適
用

し
な
い
。
ⅰ
合
衆
国
又
は
合
衆
国
の
機
関
の
債
務
（
合
衆
国
ま
た
は
合
衆
国
の
機
関
が
完
全
に
保
証
す
る
債
務
を
含
む
）、
ⅱ
連
邦
政
府
抵
当
金

庫
、
連
邦
住
宅
抵
当
公
庫
、
連
邦
住
宅
金
融
紙
当
金
庫
の
債
務
、
パ
ー
テ
ィ
シ
ペ
ー
シ
ョ
ン
ま
た
は
そ
の
他
の
金
融
商
品
（
そ
れ
ら
の
機

関
が
完
全
に
保
証
す
る
債
務
を
含
む
）、
ⅲ
州
ま
た
は
州
の
機
関
の
債
務
、
ⅳ
小
規
模
企
業
投
資
法
に
基
づ
く
小
規
模
企
業
投
資
会
社
に
対
す

る
投
資
、
ⅴ
専
ら
公
共
の
福
祉
を
増
進
す
る
た
め
に
行
わ
れ
る
投
資
。

銀
行
持
株
会
社
法
（the B

ank H
olding C

om
pany A

ct of 1956

（B
H
C

））
第
一
三
条
⒝
の
集
中
の
規
制
に
つ
き
、
⒞
破
綻
銀
行
の
処
理

等
に
関
連
す
る
場
合
等
の
適
用
除
外
と
し
て
、
集
中
規
制
は
以
下
の
取
得
に
は
適
用
し
な
い
。
ⅰ
破
綻
又
は
破
綻
の
危
機
に
あ
る
銀
行
の

取
得
、
ⅱ
Ｆ
Ｄ
Ｉ
Ｃ
（F

ederal D
eposit Insurance C

orporation

連
邦
預
金
保
険
公
社
）
の
支
援
に
基
づ
く
取
得
、
ⅲ
当
該
金
融
会
社
の
負

債
の
ご
く
僅
か
な
増
加
し
か
も
た
ら
さ
な
い
取
得
。

⑶　

業
務
範
囲
制
限

ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
第
六
一
九
条
に
よ
り
一
九
五
六
年
銀
行
持
株
会
社
法
第
一
三
条
が
追
加
さ
れ
、
ボ
ル
カ
ー
・
ル
ー
ル
（V

olcker 

R
ule

）
が
定
め
ら
れ
、
全
て
の
銀
行
と
持
株
会
社
・
グ
ル
ー
プ
会
社
を
対
象
に
自
己
勘
定
ト
レ
ー
デ
ィ
ン
グ
、
ヘ
ッ
ジ
フ
ァ
ン
ド
な
ら
び

一
七
四



域
外
適
用
と
銀
証
分
離
の
交
錯
（
藤
川
）

（
一
五
二
三
）

に
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
・
エ
ク
イ
テ
ィ
（
未
公
開
株
Ｐ
Ｅ
）
フ
ァ
ン
ド
の
出
資
等
に
つ
き
、
リ
ス
ク
ヘ
ッ
ジ
目
的
、
顧
客
以
来
取
引
等
の
例
外

は
あ
る
も
の
の
原
則
禁
止
す
る
。
た
だ
し
ヘ
ッ
ジ
フ
ァ
ン
ド
並
び
に
Ｐ
Ｅ
フ
ァ
ン
ド
へ
の
出
資
に
つ
い
て
は
当
該
フ
ァ
ン
ド
の
受
入
出
資

金
の
三
％
以
下
、
か
つ
出
資
者
で
あ
る
銀
行
等
のT

ier1

資
本
の
三
％
以
下
の
金
額
に
限
り
許
可
す
る
。
ま
た
大
規
模
合
併
の
禁
止
を
図

り
、
具
体
的
に
は
合
併
後
の
負
債
合
計
が
金
融
機
関
全
体
の
負
債
合
計
の
一
〇
％
を
超
え
る
場
合
と
基
準
を
定
め
る
。

ボ
ル
カ
ー
・
ル
ー
ル
で
は
、
銀
行
の
業
務
範
囲
を
制
限
し
、
大
規
模
金
融
会
社
の
規
模
の
抑
制
を
目
的
と
す
る
。
預
金
保
険
制
度
に
よ

り
保
護
さ
れ
る
銀
行
が
高
リ
ス
ク
業
務
を
行
い
、
Ｔ
Ｂ
Ｔ
Ｆ
と
な
ら
な
い
よ
う
規
模
拡
大
に
制
限
を
加
え
る
。
銀
行
、
銀
行
持
株
会
社
お

よ
び
子
会
社
の
自
己
ト
レ
ー
デ
ィ
ン
グ
は
禁
止
さ
れ
る
も
の
の
米
国
財
務
省
証
券
、
エ
ー
ジ
ェ
ン
シ
ー
債
、
地
方
債
等
の
取
得
・
処
分
、

引
受
け
並
び
に
マ
ー
ケ
ッ
ト
メ
イ
ク
関
連
の
証
券
等
の
取
得
・
処
分
、
リ
ス
ク
緩
和
の
た
め
の
ヘ
ッ
ジ
業
務
、
顧
客
の
た
め
の
証
券
等
の

取
得
・
処
分
は
適
用
除
外
と
な
り
、
当
初
案
に
比
し
て
適
用
除
外
の
範
囲
は
拡
大
す
る
。
銀
行
等
に
よ
る
ヘ
ッ
ジ
フ
ァ
ン
ド
お
よ
び
Ｐ
Ｅ

フ
ァ
ン
ド
に
対
す
る
投
資
（
エ
ク
イ
テ
ィ
、
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
そ
の
他
所
有
権
取
得
）、
ス
ポ
ン
サ
ー
も
禁
止
さ
れ
る
が
、
一
定
の
許
容
範
囲

が
あ
る
。

許
容
範
囲
と
し
て
、
①
銀
行
等
が
真
の
ト
ラ
ス
ト
、
フ
イ
デ
ュ
ー
シ
ャ
リ
ー
、
投
資
顧
問
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
、
②
フ
ァ
ン
ド
は
当
該

サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
た
め
に
組
成
・
募
集
さ
れ
、
ま
た
は
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
受
け
る
顧
客
に
対
し
て
の
み
フ
ァ
ン
ド
の
組
成
・
募
集

が
行
わ
れ
、
③
僅
か
な
額
の
（dem

inim
is

）
投
資
を
除
き
銀
行
等
が
フ
ァ
ン
ド
の
エ
ク
イ
テ
ィ
、
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
そ
の
他
の
所
有
権

を
持
た
な
い
場
合
で
、
④
連
邦
準
備
法
二
三
Ａ
条
・
二
三
Ｂ
条
を
遵
守
す
る
等
の
条
件
を
満
た
す
場
合
に
ヘ
ッ
ジ
フ
ァ
ン
ド
等
の
組
成
・

募
集
（
ス
ポ
ン
サ
ー
を
含
む
）
が
認
め
ら
れ
る
。
③
に
つ
い
て
、
⒜
銀
行
等
が
エ
ク
イ
テ
ィ
等
を
保
有
し
て
い
て
も
シ
ー
ド
マ
ネ
ー
で
あ
る

場
合
、
⒝
フ
ァ
ン
ド
を
設
立
し
一
年
以
内
に
償
還
・
売
却
・
希
薄
化
に
よ
り
所
有
権
が
三
％
以
下
と
な
る
場
合
、
⒞
銀
行
等
に
と
っ
て
重

一
七
五
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大
で
は
な
い
も
の
と
し
て
投
資
金
額
を
合
計
し
て
銀
行
等
のT

ier1

資
本
対
比
三
％
以
内
の
場
合
が
該
当
す
る
。

⑷　

規
模
規
制
│
合
併
・
統
合
等
の
禁
止
と
銀
行
持
株
会
社
等
│

同
ル
ー
ル
の
別
の
側
面
と
し
て
、
取
得
す
る
金
融
機
関
の
負
債
の
合
計
負
債
総
額
が
前
年
末
の
全
金
融
機
関
の
負
債
総
額
（
連
結
ベ
ー

ス
）
の
一
〇
％
を
超
え
る
場
合
、
他
の
金
融
機
関
と
の
合
併
、
統
合
、
全
資
産
又
は
主
要
資
産
の
取
得
も
し
く
は
経
営
権
取
得
が
禁
止
さ

れ
る
。
対
象
と
し
て
預
金
取
扱
機
関
、
銀
行
持
株
会
社
、
貯
蓄
金
融
機
関
持
株
会
社
、
預
金
保
険
対
象
機
関
を
支
配
す
る
会
社
、
ノ
ン
バ

ン
ク
金
融
会
社
、
外
国
銀
行
、
銀
行
持
株
会
社
と
し
て
の
取
り
扱
い
を
受
け
る
外
国
会
社
が
挙
げ
ら
れ
る
。
金
融
機
関
が
破
綻
ま
た
は
破

綻
危
機
に
あ
る
場
合
、
連
邦
預
金
保
険
法
に
定
め
る
預
金
取
扱
機
関
の
破
綻
処
理
の
場
合
、
承
継
時
の
負
債
増
加
が
僅
か
な
場
合
は
、
Ｆ

Ｒ
Ｂ
（F

ederal R
eserve B

oard
連
邦
準
備
制
度
理
事
会
）
の
事
前
同
意
を
得
て
負
債
シ
ェ
ア
制
限
の
適
用
の
免
除
規
定
が
設
け
ら
れ
る
。

第
二
章　

ボ
ル
カ
ー
・
ル
ー
ル
の
域
外
適
用
お
よ
び
適
用
除
外
・
延
期
と
影
響

3
．
ボ
ル
カ
ー
・
ル
ー
ル
の
適
用
除
外
・
延
期

⑴　

ボ
ル
カ
ー
・
ル
ー
ル
に
お
け
る
銀
行
事
業
体

ボ
ル
カ
ー
・
ル
ー
ル
に
お
け
る
銀
行
事
業
体
は
預
金
保
険
対
象
銀
行
ま
た
は
貯
蓄
金
融
機
関
、
預
金
保
険
対
象
銀
行
ま
た
は
貯
蓄
金
融

機
関
を
支
配
す
る
会
社
、
一
九
七
八
年
国
際
銀
行
法
（International B

anking A
ct of 1978

）
に
お
い
て
銀
行
持
株
会
社
と
し
て
取
り
扱

わ
れ
る
会
社
、
上
記
会
社
の
い
ず
れ
か
の
関
連
会
社
ま
た
は
子
会
社
で
あ
る
。

⑵　

ボ
ル
カ
ー
・
ル
ー
ル
の
適
用
除
外
と
規
制
強
化

ボ
ル
カ
ー
・
ル
ー
ル
は
規
制
強
化
を
図
る
も
の
で
あ
る
が
、
当
初
提
案
よ
り
も
適
用
除
外
の
範
囲
を
拡
げ
る
一
方
、
マ
ー
ク
リ
ー
・
レ

一
七
六
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ビ
ン
修
正
を
反
映
し
た
規
定
に
よ
り
、
逆
に
規
制
が
一
層
強
化
さ
れ
た
面
も
あ
る
。
規
制
強
化
の
面
と
し
て
は
、
①
顧
客
等
と
の
間
に
重

大
な
利
益
相
反
が
生
じ
る
場
合
、
②
リ
ス
ク
の
高
い
資
産
等
に
対
す
る
重
大
な
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
が
直
接
・
間
接
に
も
た
ら
さ
れ
る
場

合
、
③
金
融
機
関
の
安
定
性
と
健
全
性
に
脅
威
を
も
た
ら
す
場
合
、
④
米
国
の
金
融
の
安
定
に
脅
威
を
も
た
ら
す
場
合
は
、
自
己
ト
レ
ー

デ
ィ
ン
グ
・
ヘ
ッ
ジ
フ
ァ
ン
ド
に
係
る
禁
止
の
適
用
外
で
も
制
限
が
加
え
ら
れ
る
。
Ｆ
Ｒ
Ｂ
監
督
下
の
ノ
ン
バ
ン
ク
金
融
会
社
に
対
し
て

自
己
ト
レ
ー
デ
ィ
ン
グ
な
ら
び
に
ヘ
ッ
ジ
フ
ァ
ン
ド
等
に
関
す
る
禁
止
規
定
は
適
用
さ
れ
な
い
こ
と
を
明
確
に
し

（
7
）

、
ボ
ル
カ
ー
・
ル
ー
ル

が
銀
行
シ
ス
テ
ム
の
安
全
性
の
維
持
を
主
目
的
と
し
て
業
務
制
限
を
加
え
る
主
旨
が
明
確
と
な
っ
た
。
こ
の
点
も
骨
抜
き
論
な
ど
の
根
底

に
あ
ろ
う
か
。
今
後
の
規
則
策
定
等
に
よ
り
各
定
義
が
明
確
に
さ
れ
る
。

⑶　

ボ
ル
カ
ー
・
ル
ー
ル
と
米
国
外
許
容
活
動

ボ
ル
カ
ー
・
ル
ー
ル
に
お
い
て
は
米
国
外
適
用
の
免
除
規
定
を
設
け
、
自
己
勘
定
取
引
に
関
し
て
も
っ
ぱ
ら
米
国
外
に
お
い
て

（solely outside the U
S

）
行
わ
れ
る
場
合
、
米
国
設
立
の
銀
行
等
に
よ
り
間
接
・
直
接
に
支
配
さ
れ
た
銀
行
等
で
な
い
限
り
は
適
用
除
外

に
な
る
。
ヘ
ッ
ジ
フ
ァ
ン
ド
等
の
投
資
・
ス
ポ
ン
サ
ー
に
つ
い
て
も
、
米
国
外
で
行
わ
れ
、
所
有
権
が
米
国
居
住
者
に
向
け
て
募
集
・
売

却
さ
れ
ず
、
米
国
設
立
の
銀
行
等
に
よ
っ
て
直
接
・
間
接
に
支
配
さ
れ
た
銀
行
等
で
な
い
限
り
は
適
用
除
外
に
な
る
。
米
国
銀
行
等
の
海

外
拠
点
に
つ
い
て
は
、
自
己
ト
レ
ー
デ
ィ
ン
グ
、
ヘ
ッ
ジ
フ
ァ
ン
ド
に
係
る
禁
止
が
適
用
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。

⑷　

ボ
ル
カ
ー
・
ル
ー
ル
の
適
用
延
期

ボ
ル
カ
ー
・
ル
ー
ル
は
、
法
律
成
立
日
か
ら
六
カ
月
以
内
に
効
果
的
適
用
の
た
め
に
行
う
カ
ウ
ン
シ
ル
の
調
査
完
了
後
九
カ
月
以
内
に

Ｆ
Ｒ
Ｂ
を
含
む
銀
行
規
制
当
局
が
具
体
的
な
規
則
を
策
定
す
る
こ
と
に
な
る
。
同
ル
ー
ル
が
有
効
に
な
る
の
は
最
終
規
則
公
表
か
ら
一
二

カ
月
後
、
法
律
成
立
日
か
ら
二
年
後
の
い
ず
れ
か
早
い
時
期
と
定
め
ら
れ
、
移
行
期
間
と
し
て
二
年
間
の
適
用
猶
予
が
あ
り
、
同
ル
ー
ル

一
七
七
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適
用
は
早
く
て
四
年
後
、
最
大
約
七
年
後
と
な
る
。

規
制
の
強
弱
・
変
化
か
ら
、
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
の
帰
趨
を
巡
っ
て
種
々
の
議
論
が
さ
れ
る
。
私
見
で
あ
る
が
、
全
般
的
に
一
概
に

強
化
さ
れ
て
い
る
と
か
、
逆
に
骨
抜
き
に
さ
れ
て
い
る
と
即
断
で
き
る
も
の
で
な
く
、
領
域
・
分
野
に
よ
る
跛
行
性
が
あ
り
、
適
用
延
期

期
間
も
長
く
、
作
成
中
の
Ｓ
Ｅ
Ｃ
規
則
な
ど
時
間
経
過
も
踏
ま
え
て
判
断
す
べ
き
も
の
と
い
え
る
。

第
三
章　

ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
の
域
外
適
用
と
一
律
規
制
・
外
国
銀
行
の
扱
い

1
．
域
外
適
用
の
可
能
性

米
国
外
金
融
機
関
へ
の
影
響
と
し
て
、
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
な
ど
の
新
規
制
に
よ
る
負
担
は
一
般
的
に
米
国
事
業
に
限
定
さ
れ
、
そ

の
意
味
で
は
国
内
法
で
あ
り
、
Ｍ
＆
Ａ
取
引
な
ど
に
関
し
て
も
同
様
で
あ
る
。
従
っ
て
、
米
国
企
業
が
世
界
的
競
争
に
お
い
て
不
利
益
を

受
け
る
可
能
性
が
あ
り
、
他
方
で
米
国
外
政
府
が
米
国
基
準
の
一
部
を
採
用
す
る
可
能
性
も
あ
る
。

ボ
ル
カ
ー
・
ル
ー
ル
の
域
外
適
用
の
可
能
性
に
つ
い
て
は
、
同
ル
ー
ル
は
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
成
立
か
ら
二
年
後
ま
た
は
米
国
金
融

安
定
監
督
カ
ウ
ン
シ
ル
（
Ｆ
Ｓ
Ｏ
Ｃ
）
が
定
め
る
最
終
規
則
公
表
か
ら
一
二
カ
月
後
の
い
ず
れ
か
早
い
時
期
に
施
行
さ
れ
る
。
適
用
範
囲

に
つ
い
て
、
米
銀
は
自
己
勘
定
取
引
の
場
所
に
関
わ
ら
ず
適
用
さ
れ
る
が
、
非
米
銀
（
外
国
銀
行
）
に
つ
い
て
は
米
国
内
で
実
施
さ
れ
た

取
引
あ
る
い
は
米
国
外
の
取
引
で
も
米
国
居
住
者
を
相
手
と
す
る
取
引
に
は
適
用
さ
れ
る
。

米
国
以
外
の
市
場
参
加
者
の
懸
念
と
し
て
米
国
法
の
域
外
適
用
の
問
題
が
あ
り
、
米
国
の
裁
判
所
お
よ
び
証
券
取
引
委
員
会
が
証
券
諸

法
の
規
定
を
域
外
適
用
し
た
例
は
多
く
存
在
す
る
。
二
〇
〇
二
年
サ
ー
ベ
ン
ス
・
オ
ク
ス
リ
ー
法
（
米
国
企
業
改
革
法S

arbanes-O
xley 

A
ct

上
場
企
業
会
計
改
革
及
び
投
資
家
保
護
法
Ｓ
Ｏ
Ｘ
法
）
が
実
質
的
に
域
外
適
用
と
な
っ
て
い
る
事
例
も
あ
り
、
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
も

一
七
八



域
外
適
用
と
銀
証
分
離
の
交
錯
（
藤
川
）

（
一
五
二
七
）

本
邦
金
融
機
関
に
実
質
的
に
域
外
適
用
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
と
の
見
方
も
出
さ
れ
る
。

2
．
ボ
ル
カ
ー
・
ル
ー
ル
の
一
律
規
制
│
外
国
銀
行
と
銀
行
持
株
会
社
│

米
連
邦
準
備
制
度
理
事
会
（
Ｆ
Ｒ
Ｂ
）
か
ら
二
〇
一
一
年
二
月
八
日
公
表
の
提
案
で
は
外
国
銀
行
に
お
け
る
重
要
な
銀
行
持
株
会
社

（signifi cant bank holding com
panies

）
の
対
象
に
つ
い
て
一
律
に
直
近
年
度
末
の
連
結
総
資
産
五
〇
〇
億
ド
ル
以
上
の
銀
行
と
す
る
が
、

外
国
銀
行
に
対
し
て
は
、
①
規
制
の
コ
ス
ト
・
便
益
の
観
点
か
ら
、
連
結
総
資
産
ベ
ー
ス
の
判
断
に
代
え
て
米
国
拠
点
の
連
結
総
資
産
が

一
定
水
準
以
上
の
場
合
に
適
用
す
る
こ
と
、
②
グ
ル
ー
プ
の
資
本
構
成
上
、
中
間
持
株
会
社
（L

ow
er T

ier B
H
C

）
は
除
き
、
最
上
位
レ

ベ
ル
（T

op T
ier

）
の
銀
行
持
株
会
社
の
み
を
対
象
と
す
れ
ば
重
要
な
銀
行
持
株
会
社
に
対
す
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
報
告
を
行
う
際

に
エ
ン
テ
ィ
テ
ィ
（E

ntity

）
等
の
明
確
化
が
可
能
と
な
る
こ
と
、
③
外
国
銀
行
が
銀
行
持
株
会
社
ス
テ
ー
タ
ス
を
有
し
な
い
場
合
、
重

要
な
ノ
ン
バ
ン
ク
に
該
当
す
る
か
の
判
定
が
行
わ
れ
、
最
上
位
に
位
置
す
る
会
社
の
資
産
を
基
準
と
し
た
判
定
が
行
わ
れ
な
い
可
能
性
が

あ
る
こ
と
等
が
示
さ
れ
る

（
8
）

。

ボ
ル
カ
ー
・
ル
ー
ル
に
対
し
て
は
極
端
な
制
限
、
禁
止
行
為
は
銀
行
が
そ
の
環
境
に
応
じ
て
行
う
施
策
、
手
段
、
方
法
を
狭
め
、
か
つ

各
市
場
そ
の
も
の
が
縮
小
さ
れ
、
逆
に
銀
行
経
営
の
安
全
性
、
健
全
性
並
び
に
社
会
の
健
全
性
を
損
な
う
リ
ス
ク
が
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ

れ
る

（
9
）

。
特
に
外
国
銀
行
に
対
す
る
ボ
ル
カ
ー
・
ル
ー
ル
の
適
用
に
関
し
て
、
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
第
六
一
九
条
⒟
⑷
Ⅰ
の
域
外
適
用
の

例
外
条
項
な
ど
の
細
則
策
定
に
際
し
、
法
文
上
は
米
国
Ｂ
Ｈ
Ｃ
（
銀
行
持
株
会
社
）
法
上
の
免
許
を
有
す
る
米
国
外
の
銀
行
が
、
米
国
外

で
行
う
フ
ァ
ン
ド
へ
の
Ｌ
Ｐ
（
リ
ミ
テ
ッ
ド
・
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
）
持
分
投
資
に
つ
い
て
も
当
該
フ
ァ
ン
ド
の
Ｌ
Ｐ
持
分
が
米
国
で
売
却

さ
れ
る
場
合
は
同
ル
ー
ル
の
対
象
と
な
る
可
能
性
が
あ
り
、
米
国
外
の
銀
行
が
米
国
外
で
（solely outside the U

nited S
tates

）
事
業
を

運
営
す
る
場
合
は
同
ル
ー
ル
の
対
象
外
で
あ
る
こ
と
を
明
確
化
さ
れ
た
い
旨
も
述
べ
ら
れ
る

（
10
）

。

一
七
九
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（
一
五
二
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3
．
ボ
ル
カ
ー
・
ル
ー
ル
の
域
外
適
用

邦
銀
な
ど
米
国
で
活
動
す
る
外
銀
に
対
し
て
域
外
適
用
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
旨
が
述
べ
ら
れ
、
理
由
と
し
て
、
①M

orrison v. 

N
ational A

ustralia B
ank L

td

ケ
ー
ス
（
後
掲
・M

orrison

事
件
）
を
引
き
合
い
に
出
し
、
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
一
七
一
条
（
コ
リ
ン

ズ
修
正
条
項
）
の
条
文
と
意
図
に
反
す
る
こ
と
、
②
外
銀
も
し
く
は
親
会
社
に
対
し
不
要
な
コ
ス
ト
負
担
を
強
い
る
こ
と
、
信
用
リ
ス
ク

に
関
し
先
進
的
内
部
格
付
手
法
（A

IR
B
 A

dvanced Internal R
atings-B

ased A
pproach

）
へ
移
行
し
た
銀
行
は
も
は
や
バ
ー
ゼ
ル
Ⅰ
に
も

と
づ
く
リ
ス
ク
ベ
ー
ス
の
自
己
資
本
フ
ロ
ア
の
計
算
を
必
要
と
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
、
③
バ
ー
ゼ
ル
銀
行
監
督
委
員
会
の
合
意
で
あ
る
自

己
資
本
規
制
に
関
す
る
母
国
基
準
の
尊
重
と
い
う
長
年
の
Ｆ
Ｒ
Ｂ
の
方
針
か
ら
逸
脱
し
、
同
様
の
環
境
に
お
か
れ
た
米
銀
と
外
銀
は
同
様

の
規
制
下
に
置
か
れ
る
べ
き
と
の
内
国
民
待
遇
（N

ational T
reatm

ent

）
の
方
針
と
も
合
致
す
る
こ
と
等
を
挙
げ
る

（
11
）

。

ま
た
、
①
米
国
外
に
本
店
を
置
く
外
国
金
融
機
関
が
米
国
外
で
事
業
を
運
営
す
る
場
合
、
同
ル
ー
ル
の
対
象
外
で
あ
る
こ
と
を
明
確
化

さ
れ
た
い
こ
と
、
②
過
度
の
規
制
に
よ
る
顧
客
利
便
性
、
経
済
成
長
、
金
融
サ
ー
ビ
ス
発
展
へ
の
影
響
を
最
小
化
す
る
こ
と
も
重
要
で
、

ホ
ー
ム
・
ホ
ス
ト
両
国
の
監
督
当
局
が
従
来
以
上
に
緊
密
に
連
携
し
て
対
応
す
る
よ
う
配
慮
さ
れ
た
い
こ
と
等
が
述
べ
ら
れ
る

（
12
）

。

第
四
章　

ボ
ル
カ
ー
・
ル
ー
ル
の
銀
行
経
営
な
ど
実
体
的
影
響

1
．
ボ
ル
カ
ー
・
ル
ー
ル
と
銀
行
経
営

ボ
ル
カ
ー
・
ル
ー
ル
に
関
し
、
Ｊ
Ｐ
モ
ル
ガ
ン
・
チ
ェ
ー
ス
は
対
応
策
と
し
て
資
産
運
用
事
業
部
内
に
自
己
勘
定
取
引
部
門
の
ト
レ
ー

ダ
ー
で
構
成
す
る
新
た
な
代
替
部
門
を
新
設
す
る
方
針
で
あ
る
。
コ
ス
ト
増
加
の
懸
念
も
あ
り
、
同
法
は
ノ
ン
バ
ン
ク
金
融
会
社
に
よ
る

自
己
勘
定
取
引
は
規
制
し
な
い
が
、
ノ
ン
バ
ン
ク
に
は
銀
行
持
株
会
社
よ
り
厳
格
な
自
己
資
本
、
流
動
性
、
レ
バ
レ
ッ
ジ
、
リ
ス
ク
管
理

一
八
〇
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等
の
規
制
が
適
用
さ
れ
、
コ
ス
ト
上
昇
は
避
け
難
い
。
金
融
規
制
強
化
の
潮
流
は
今
後
も
後
戻
り
は
せ
ず
、
金
融
規
制
が
市
場
に
及
ぼ
す

影
響
に
つ
い
て
全
体
が
同
一
の
方
向
性
を
向
く
こ
と
に
よ
る
リ
ス
ク
増
幅
、
政
治
・
経
済
環
境
に
よ
る
適
用
の
さ
じ
加
減
の
変
化
の
可
能

性
も
指
摘
さ
れ
、
運
用
の
厳
格
さ
な
ど
の
面
の
影
響
が
注
視
さ
れ
よ
う
。

2
．
我
が
国
の
金
融
機
関
へ
の
影
響

ボ
ル
カ
ー
・
ル
ー
ル
の
邦
銀
等
に
与
え
る
影
響
を
ま
と
め
る
と
、
①
一
定
の
我
が
国
の
金
融
機
関
邦
銀
が
有
す
る
米
国
事
業
に
対
す
る

同
ル
ー
ル
の
適
用
の
直
接
的
影
響
、
②
我
が
国
の
金
融
機
関
と
競
争
関
係
に
あ
る
世
界
の
金
融
機
関
に
対
す
る
同
ル
ー
ル
の
影
響
、
③
我

が
国
が
同
ル
ー
ル
を
日
本
法
に
組
み
入
れ
る
こ
と
を
決
定
し
た
場
合
の
潜
在
的
な
影
響
で
あ
る

（
13
）

。

イ　

米
国
事
業
に
対
す
る
影
響

我
が
国
の
金
融
機
関
は
米
国
事
業
を
除
き
、
ボ
ル
カ
ー
・
ル
ー
ル
に
よ
り
一
般
的
に
は
直
接
影
響
を
受
け
る
こ
と
は
な
く
、
邦
銀
及
び

銀
行
持
株
会
社
の
米
国
子
会
社
及
び
支
店
に
つ
い
て
同
ル
ー
ル
の
対
象
と
な
り
、
自
己
勘
定
取
引
の
制
限
、
Ｈ
Ｆ
お
よ
び
Ｐ
Ｅ
に
対
す
る

投
資
お
よ
び
ス
ポ
ン
サ
ー
と
な
る
こ
と
の
制
限
を
受
け
る
。
証
券
会
社
ま
た
は
保
険
会
社
等
の
我
が
国
の
金
融
機
関
が
米
国
市
場
に
と
り

非
常
に
重
要
で
あ
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
金
融
安
定
監
督
協
議
会
に
よ
り
金
融
シ
ス
テ
ム
上
重
要
で
あ
る
と
指
定
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
り
、

同
ル
ー
ル
上
の
活
動
禁
止
は
さ
れ
な
い
も
の
の
自
己
資
本
規
制
、
そ
の
他
の
活
動
に
関
連
す
る
要
件
等
の
数
値
制
限
の
対
象
と
な
る
可
能

性
は
あ
る
。

我
が
国
の
ノ
ン
バ
ン
ク
金
融
会
社
に
よ
る
米
国
事
業
規
模
は
限
定
的
で
あ
り
、
事
業
の
大
幅
拡
大
が
な
い
限
り
、
我
が
国
企
業
が
米
国

の
金
融
シ
ス
テ
ム
上
重
要
で
あ
る
と
指
定
さ
れ
る
可
能
性
は
低
い
と
み
ら
れ
る
。
銀
行
業
以
外
の
我
が
国
金
融
機
関
に
と
り
大
き
な
影
響

と
し
て
は
米
国
内
に
お
い
て
非
常
に
重
要
な
買
収
ま
た
は
投
資
が
抑
制
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る

（
14
）

。一
八
一
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3
．
海
外
の
競
合
他
社
に
対
す
る
影
響

大
手
の
国
際
的
金
融
機
関
の
多
く
は
米
国
を
本
拠
と
し
、
ボ
ル
カ
ー
・
ル
ー
ル
に
よ
り
国
際
的
な
活
動
が
制
限
さ
れ
る
。
米
国
銀
行
・

証
券
会
社
グ
ル
ー
プ
、
潜
在
的
に
は
そ
の
他
の
海
外
金
融
機
関
に
お
い
て
も
国
際
的
な
自
己
勘
定
取
引
及
び
フ
ァ
ン
ド
関
連
活
動
に
つ
い

て
売
却
ま
た
は
規
模
縮
小
を
求
め
ら
れ
、
結
果
と
し
て
将
来
に
お
け
る
事
業
機
会
の
制
限
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
の
よ

う
に
我
が
国
金
融
機
関
等
に
お
い
て
は
、
ボ
ル
カ
ー
・
ル
ー
ル
に
よ
る
競
争
環
境
面
等
の
実
体
的
影
響
の
大
き
さ
を
認
識
す
る
こ
と
に
な

る
可
能
性
が
あ
る
。
即
ち
、
我
が
国
法
制
の
動
向
に
も
関
わ
る
が
、
米
国
金
融
機
関
に
対
す
る
制
限
は
我
が
国
の
金
融
機
関
に
と
り
好
機

と
な
る
可
能
性
が
あ
り
、
①
米
国
を
本
拠
と
す
る
金
融
機
関
が
米
国
外
に
お
い
て
営
業
及
び
資
産
を
売
却
す
る
場
合
、
入
札
者
と
し
て
参

加
で
き
る
可
能
性
が
あ
る
。
②
我
が
国
の
金
融
機
関
は
新
興
市
場
に
お
け
る
自
己
勘
定
取
引
等
、
米
国
の
金
融
機
関
に
よ
り
残
さ
れ
た
市

場
の
空
白
を
活
用
で
き
る
可
能
性
も
あ
る
。
③
ま
た
米
国
を
本
拠
と
す
る
金
融
機
関
に
お
け
る
ト
レ
ー
ダ
ー
、
フ
ァ
ン
ド
・
マ
ネ
ー

ジ
ャ
ー
等
の
社
員
は
米
国
金
融
機
関
か
ら
必
要
と
さ
れ
な
い
、
ま
た
は
十
分
な
キ
ャ
リ
ア
の
展
開
が
期
待
で
き
な
い
と
判
断
す
る
可
能
性

が
あ
り
、
人
員
採
用
の
上
で
有
利
な
立
場
と
な
る
可
能
性
が
あ
ろ
う
。
④
こ
の
他
自
己
勘
定
取
引
及
び
フ
ァ
ン
ド
関
連
活
動
の
一
部
は
米

国
か
ら
米
国
以
外
の
金
融
セ
ン
タ
ー
に
移
動
す
る
こ
と
に
な
る
と
み
ら
れ
、
ボ
ル
カ
ー
・
ル
ー
ル
に
従
う
米
国
金
融
機
関
に
と
っ
て
は
こ

う
し
た
市
場
で
の
競
争
に
お
い
て
制
限
を
受
け
る
が
、
米
国
会
社
に
よ
り
支
配
さ
れ
な
い
銀
行
等
に
と
っ
て
は
市
場
に
お
け
る
金
融
商
品

取
引
、
フ
ァ
ン
ド
関
連
活
動
に
つ
い
て
米
国
市
場
よ
り
も
自
由
に
活
動
で
き
、
金
融
機
関
は
活
動
が
米
国
の
金
融
商
品
や
投
資
に
関
連
し

て
い
る
場
合
で
も
活
動
の
一
部
を
オ
フ
シ
ョ
ア
に
移
す
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。

4
．
我
が
国
の
法
に
対
す
る
影
響

ボ
ル
カ
ー
・
ル
ー
ル
の
与
え
る
世
界
的
な
影
響
と
し
て
同
ル
ー
ル
を
米
国
外
に
お
い
て
適
用
さ
せ
る
意
向
が
働
く
こ
と
が
考
え
ら
れ
、

一
八
二
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我
が
国
を
始
め
他
の
法
域
に
お
け
る
法
律
の
動
向
に
対
し
て
影
響
を
与
え
る
可
能
性
が
あ
る

（
15
）

。
米
国
規
制
当
局
が
各
国
規
制
当
局
に
対
し

ボ
ル
カ
ー
・
ル
ー
ル
ま
た
は
各
国
版
ル
ー
ル
を
実
施
す
る
よ
う
促
し
、
同
ル
ー
ル
に
よ
る
米
国
金
融
機
関
の
国
際
競
争
力
低
下
の
影
響
を

減
少
せ
ん
と
す
る
こ
と
、
米
国
内
実
施
に
伴
い
自
国
の
金
融
セ
ク
タ
ー
の
リ
ス
ク
削
減
を
企
図
す
る
各
国
立
法
者
や
オ
ピ
ニ
オ
ン
・
リ
ー

ダ
ー
が
米
国
先
例
に
従
う
こ
と
を
主
張
す
る
こ
と
、
更
に
は
バ
ー
ゼ
ル
Ⅲ
の
リ
ス
ク
・
ベ
ー
ス
自
己
資
本
等
の
基
準
の
改
定
プ
ロ
セ
ス
に

お
い
て
、
規
制
当
局
は
リ
ス
ク
・
ベ
ー
ス
自
己
資
本
等
の
要
件
の
性
質
、
計
量
値
の
決
定
に
当
た
り
ボ
ル
カ
ー
・
ル
ー
ル
の
規
制
数
値
を

参
考
に
す
る
と
い
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。

第
五
章　

ボ
ル
カ
ー
・
ル
ー
ル
の
域
外
適
用
の
差
別
的
跛
行
性
と
修
正

1
．
域
外
適
用
と
差
別
的
跛
行
性

ボ
ル
カ
ー
・
ル
ー
ル
に
関
し
て
は
、
第
一
に
、
金
融
規
制
の
ク
ロ
ス
ボ
ー
ダ
ー
な
影
響
に
つ
い
て
適
切
な
考
慮
を
行
う
こ
と
の
重
要
性
、

影
響
を
受
け
る
国
と
の
協
調
の
必
要
性
が
指
摘
さ
れ
る
。
第
二
に
、
外
国
の
銀
行
グ
ル
ー
プ
に
属
す
る
米
国
外
の
拠
点
に
対
し
て
ボ
ル

カ
ー
・
ル
ー
ル
が
直
接
に
適
用
さ
れ
る
こ
と
、
規
制
適
用
除
外
証
券
が
米
国
債
等
に
限
定
さ
れ
、
日
本
国
債
及
び
他
の
ソ
ブ
リ
ン
債
市
場

に
対
し
て
深
刻
な
悪
影
響
が
生
じ
得
る
こ
と
、
短
期
の
為
替
ス
ワ
ッ
プ
取
引
に
対
す
る
規
制
に
よ
り
米
ド
ル
の
資
金
調
達
が
困
難
に
な
る

こ
と
、
米
国
外
の
フ
ァ
ン
ド
に
対
す
る
投
資
決
定
に
対
し
て
不
確
実
性
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
が
懸
念
と
し
て
言
及
さ
れ
、
米
国
に
都
合
の

よ
い
内
容
と
し
て
一
律
・
域
外
適
用
に
対
す
る
懸
念
・
修
正
要
求
が
出
さ
れ
る
。

ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
第
七
一
六
条
の
ス
ワ
ッ
プ
・
プ
ッ
シ
ュ
ア
ウ
ト
条
項
（sw

ap pushout provision

）
に
関
し
て
、
米
国
内
銀
行
と

比
較
し
て
外
国
銀
行
が
差
別
的
取
り
扱
い
を
受
け
る
こ
と
も
指
摘
さ
れ
、
意
図
せ
ざ
る
帰
結
と
も
な
り
得
る
論
点
で
あ
る

（
16
）

。
同
ル
ー
ル
で

一
八
三
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は
米
国
事
業
を
有
す
る
邦
銀
は
対
象
と
な
る
が
、
外
国
銀
行
の
米
国
外
活
動
は
一
般
的
に
影
響
を
受
け
な
い
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
、
連
邦

準
備
銀
行
の
特
別
融
資
枠
を
利
用
で
き
る
邦
銀
や
外
国
銀
行
の
米
国
支
店
は
禁
止
の
例
外
措
置
を
利
用
で
き
る
か
は
明
確
で
な
い
こ
と
、

我
が
国
の
事
業
を
有
す
る
米
国
銀
行
へ
の
影
響
は
若
干
異
な
る
等
の
跛
行
性
が
あ
る
こ
と
が
注
視
さ
れ
る
。

2
．
域
外
適
用
に
対
す
る
修
正

⑴　

域
外
適
用
と
懸
念

米
国
の
監
督
当
局
（
連
邦
準
備
制
度
理
事
会
（
Ｆ
Ｒ
Ｂ
）、
通
貨
監
督
庁
（
Ｏ
Ｃ
Ｃ
）、
預
金
保
険
公
社
（
Ｆ
Ｄ
Ｉ
Ｃ
）
お
よ
び
証
券
取
引
委

員
会
（
Ｓ
Ｅ
Ｃ
））
か
ら
二
〇
一
一
年
一
一
月
七
日
に
公
表
さ
れ
た
ボ
ル
カ
ー
・
ル
ー
ル
案
の
市
中
協
議
文
書
に
関
し
て
、
日
本
国
債
の
取

引
等
に
悪
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
の
懸
念
が
発
出
さ
れ
て
い
る
（
二
〇
一
一
年
一
二
月
二
八
日
金
融

（
17
）

庁
（
18
）

）。
我
が
国
市
場
に
対
す
る
潜
在
的
影
響

は
深
刻
で
日
本
国
債
の
取
引
等
邦
銀
の
関
連
コ
ス
ト
が
増
加
し
、
米
国
銀
行
の
我
が
国
現
地
法
人
の
撤
退
に
繋
が
る
懸
念
が
表
明
さ
れ
る
。

域
外
適
用
を
控
え
る
こ
と
あ
る
い
は
支
配
お
よ
び
関
連
会
社
の
定
義
を
修
正
し
外
国
の
銀
行
グ
ル
ー
プ
に
支
配
さ
れ
る
米
国
外
の
ジ
ョ
イ

ン
ト
ベ
ン
チ
ャ
ー
・
現
地
法
人
を
含
ま
な
い
こ
と
が
要
請
さ
れ
、
外
国
の
銀
行
グ
ル
ー
プ
に
属
す
る
米
国
外
の
拠
点
に
対
し
て
同
ル
ー
ル

が
直
接
適
用
さ
れ
る
こ
と
、
規
制
適
用
除
外
証
券
が
米
国
債
等
に
限
定
さ
れ
、
日
本
国
債
及
び
他
の
ソ
ブ
リ
ン
債
市
場
に
対
し
て
深
刻
な

悪
影
響
が
生
じ
得
る
こ
と
、
短
期
の
為
替
ス
ワ
ッ
プ
取
引
に
対
す
る
規
制
に
よ
り
米
ド
ル
の
資
金
調
達
が
困
難
に
な
る
こ
と
、
米
国
外
の

フ
ァ
ン
ド
に
対
す
る
投
資
決
定
に
対
し
不
確
実
性
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
、
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
七
一
六
条
ス
ワ
ッ
プ
・
プ
ッ
シ
ュ
ア
ウ

ト
条
項
に
関
し
て
米
国
内
銀
行
と
比
較
し
外
国
銀
行
が
差
別
的
取
り
扱
い
を
受
け
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。
当
初
の
意
図
通
り
、
預
金
保

険
非
対
象
の
外
国
銀
行
支
店
等
も
免
責
条
項
を
含
め
、
米
国
内
銀
行
と
同
様
の
取
り
扱
い
が
確
保
さ
れ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

一
八
四
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⑵　

域
外
適
用
に
対
す
る
修
正

ボ
ル
カ
ー･

ル
ー
ル
の
域
外
適
用
に
関
す
る
具
体
的
な
修
正
も
求
め
ら
れ
て
い
る

（
19
）

。
極
端
な
制
限
・
禁
止
行
為
は
銀
行
の
施
策
等
を
狭

め
、
円
滑
な
金
融
仲
介
機
能
の
発
揮
を
妨
げ
る
懸
念
が
あ
り
、
本
規
制
案
は
対
象
範
囲
の
広
さ
か
ら
、
域
外
金
融
機
関
の
収
益
、
組
織
体

制
に
重
大
な
影
響
を
も
た
ら
す
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。
米
国
一
国
の
規
制
強
化
に
よ
り
、
逆
に
金
融
シ
ス
テ
ム
全
体
の
安
定
性
が
損
な
わ

れ
世
界
経
済
の
回
復
の
腰
を
折
る
可
能
性
が
あ
る
。
過
度
な
域
外
適
用
、
米
国
以
外
の
政
府
債
へ
の
適
用
、
為
替
フ
ォ
ワ
ー
ド
や
通
貨
ス

ワ
ッ
プ
等
へ
の
適
用
は
各
国
国
債
市
場
の
安
定
的
消
化
を
脅
か
し
、
米
ド
ル
資
金
供
給
源
の
減
少
等
の
市
場
流
動
性
低
下
に
繋
が
り
、
グ

ロ
ー
バ
ル
な
実
体
経
済
へ
の
悪
影
響
を
も
た
ら
す
怖
れ
が
あ
る
。
国
内
法
に
よ
り
国
際
的
な
金
融
シ
ス
テ
ム
の
不
安
定
化
を
招
く
こ
と
は

許
さ
れ
ず
、
同
ル
ー
ル
はS

IF
Is

規
制
、
バ
ー
ゼ
ル
Ⅲ
規
制
等
の
金
融
危
機
の
再
発
防
止
に
向
け
た
取
り
組
み
と
矛
盾
・
不
整
合
が
生

じ
な
い
形
で
定
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
修
正
要
求
の
内
容
は
多
項
目
か
つ
詳
細
に
亘
る
が
、
こ
こ
で
は
自
己
勘
定
取
引
の
禁
止
お
よ
び

反
証
可
能
な
推
定
に
つ
い
て
考
察
し
て
お
き
た
い
。

イ　

反
証
可
能
な
推
定

自
己
勘
定
取
引
に
関
す
る
反
証
可
能
な
推
定
（R

ebuttable P
resum

ption

）
規
定

（
20
）

は
削
除
す
べ
き
で
あ
る
。
ト
レ
ー
デ
ィ
ン
グ
勘
定
と

バ
ン
キ
ン
グ
勘
定
の
区
分
は
各
国
毎
に
相
違
が
あ
り
、
各
国
当
局
が
監
督
す
る
。
外
国
銀
行
組
織
が
米
国
監
督
当
局
に
反
証
を
示
す
こ
と

は
外
国
銀
行
に
対
し
必
要
以
上
の
コ
ス
ト
を
求
め
る
こ
と
と
な
り
、
公
平
で
な
い
。
銀
行
が
行
う
ヘ
ッ
ジ
取
引
の
保
有
期
間
を
一
律
に
制

限
す
る
の
で
は
な
く
、
相
当
す
る
所
要
資
本
か
ら
計
算
さ
れ
た
リ
ス
ク
許
容
度
や
ポ
ジ
シ
ョ
ン
枠
等
を
設
定
す
る
等
、
リ
ス
ク
管
理
手
法

の
高
度
化
を
促
す
こ
と
が
合
理
的
で
あ
る
。

一
八
五
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ロ　

例
外
的
に
許
容
さ
れ
る
自
己
勘
定
取
引

例
外
的
に
許
容
さ
れ
る
自
己
勘
定
取
引
の
要
件
に
つ
い
て
、
引
受
は
、
顧
客
等
が
必
要
と
す
る
範
囲
を
超
え
な
い
こ
と
と
い
う
要
件
は

回
避
す
べ
き
で
あ
る
。
マ
ー
ケ
ッ
ト
メ
ー
ク
（m

arket m
aking activities

）
は
、
簡
略
化
・
明
確
化
が
望
ま
れ
る
。
許
容
さ
れ
る
リ
ス
ク

ヘ
ッ
ジ
（risk m

itigating hedging activities

）
取
引
に
つ
き
、
時
価
評
価
損
益
が
ヘ
ッ
ジ
対
象
の
債
券
や
貸
出
の
時
価
評
価
損
益
を
上
回

る
場
合
に
正
当
な
ヘ
ッ
ジ
で
な
い
と
の
推
定
規
定
は
、
銀
行
か
ら
重
要
な
ヘ
ッ
ジ
手
段
を
奪
う
こ
と
に
な
り
か
ね
ず
、
削
除
す
べ
き
で
あ

る
。
ル
ー
ル
案
は
ヘ
ッ
ジ
取
引
の
操
作
性
が
低
下
し
、
市
場
流
動
性
の
低
下
を
引
き
起
こ
す
可
能
性
が
あ
り
、
許
容
さ
れ
る
ヘ
ッ
ジ
取
引

の
要
件
の
見
直
し
が
必
要
で
あ
る
。
文
書
化
要
件
に
つ
い
て
、
ル
ー
ル
案
は
マ
ー
ケ
ッ
ト
メ
ー
ク
活
動
や
ヘ
ッ
ジ
取
引
等
規
制
免
除
取
引

に
関
す
る
報
告
が
義
務
付
け
ら
れ
、
収
益
以
上
の
管
理
コ
ス
ト
が
必
要
と
な
る
事
例
も
想
定
さ
れ
、
銀
行
経
営
の
圧
迫
要
因
と
な
る
。

ハ　

そ
の
他
許
容
取
引
と
す
べ
き
対
象
取
引

第
一
に
、
米
国
以
外
の
政
府
債
等
に
つ
い
て
、
ル
ー
ル
案
で
は
米
国
債
、
エ
ー
ジ
ェ
ン
シ
ー
債
、
州
債
等
の
地
方
債
の
み
が
例
外
の
対

象
と
な
る
が
、
投
資
資
金
の
米
国
集
中
な
ど
の
流
れ
が
助
長
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。
一
定
条
件
（
Ｆ
Ｒ
Ｂ
の
適
格
担
保
の
政
府
債
、
Ｇ
20 

諸
国
発
行
の
国
債
、
流
動
性
の
高
い
上
場
商
品
等
）
を
満
た
す
外
国
政
府
債
等
お
よ
び
原
資
産
と
す
る
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
を
適
用
除
外
に
追

加
す
べ
き
で
あ
る
。
第
二
に
、
米
国
政
府
債
券
を
原
資
産
と
す
る
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
は
許
容
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
第
三
に
、
取
引
所

取
引
は
現
物
取
引
市
場
の
安
定
に
も
寄
与
し
、
流
動
性
確
保
の
た
め
に
米
国
銀
行
組
織
へ
の
委
託
も
含
め
て
許
容
取
引
と
し
、
適
用
除
外

に
す
る
べ
き
で
あ
る
。
第
四
に
、
関
連
会
社
間
取
引
と
ヘ
ッ
ジ
取
引
に
つ
い
て
、
マ
ー
ケ
ッ
ト
メ
ー
ク
も
し
く
は
リ
ス
ク
ヘ
ッ
ジ
の
類
型

で
、
明
示
的
に
規
制
対
象
外
と
す
べ
き
で
あ
る
。
米
国
外
本
支
店
を
相
手
方
と
す
る
取
引
の
場
合
（
邦
銀
本
店
と
同
Ｎ
Ｙ
支
店
間
の
取
引
等
）

の
他
、
米
国
内
支
店
同
士
の
取
引
（
邦
銀
Ｎ
Ｙ
支
店
と
同
Ｌ
Ａ
支
店
と
の
取
引
等
）、
米
国
子
会
社
と
の
取
引
も
許
容
取
引
と
す
る
。
第
五
に
、

一
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許
容
さ
れ
る
米
国
外
取
引
と
し
て
、
米
国
一
国
の
規
制
を
域
外
適
用
す
べ
き
で
な
く
、
ル
ー
ル
案
実
施
に
よ
り
米
国
外
に
所
在
す
る
外
国

銀
行
事
業
体
が
米
国
ま
た
は
州
法
に
基
づ
き
設
立
さ
れ
た
銀
行
事
業
体
ま
た
は
か
か
る
銀
行
事
業
体
の
米
国
外
子
会
社
も
し
く
は
支
店
を

相
手
方
と
す
る
こ
と
の
み
を
も
っ
て
、
外
国
銀
行
事
業
体
の
所
在
国
を
勘
定
店
と
し
て
行
う
取
引
に
お
い
て
正
当
な
活
動
の
制
限
等
不
利

益
を
被
る
べ
き
で
は
な
い
。
主
要
金
融
機
関
間
で
は
ク
ロ
ス
ボ
ー
ダ
ー
取
引
が
広
範
に
行
わ
れ
、
許
容
さ
れ
る
米
国
外
取
引
の
範
囲
を
制

限
す
る
こ
と
は
現
実
的
で
な
く
広
く
設
定
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

更
に
、
ル
ー
ル
案
の
適
用
は
米
国
内
の
活
動
拠
点
に
限
定
す
べ
き
で
あ
る

（
21
）

。
特
に
米
国
域
外
取
引
（
外
国
銀
行
の
米
国
外
拠
点
と
外
国
銀

行
の
米
国
外
拠
点
で
締
結
さ
れ
た
よ
う
な
外
国
銀
行
の
米
国
外
拠
点
間
で
締
結
さ
れ
た
取
引
）、
お
よ
び
外
国
銀
行
の
米
国
外
拠
点
と
米
国
金
融
機

関
の
米
国
外
拠
点
で
締
結
さ
れ
た
取
引
に
関
し
て
、
外
国
銀
行
に
対
し
許
容
取
引
の
対
象
と
す
べ
き
で
あ
る
。
同
様
の
観
点
か
ら
、
取
引

の
発
生
場
所
（
米
国
内
外
）、
当
事
者
（
米
国
居
住
者
（
米
）
│
米
国
非
居
住
者
（
非
）、
米
│
米
、
非
│
非
）、
当
事
者
の
取
引
特
性
（
母
国
ル
ー

ル
の
ト
レ
ー
デ
ィ
ン
グ
勘
定
、
バ
ン
キ
ン
グ
勘
定
）
の
三
つ
に
分
け
、
米
国
内
、
米
│
米
、
ト
レ
ー
デ
ィ
ン
グ
勘
定
同
士
の
全
要
件
を
充
足
す

る
場
合
の
み
禁
止
対
象
と
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
米
国
外
で
行
わ
れ
た
ト
レ
ー
デ
ィ
ン
グ
（trading solely outside of the U

nited 

S
tates

）
の
要
件
の
う
ち
、
米
国
の
非
居
住
者
で
あ
る
こ
と
（N

o party to the transaction is a resident of the U
nited S

tates

）
の
要
件

は
不
要
と
す
べ
き
で
あ
る

（
22
）

。
米
国
外
で
行
わ
れ
た
ト
レ
ー
デ
ィ
ン
グ
の
要
件
の
う
ち
、
取
引
に
関
わ
る
人
物
が
物
理
的
に
米
国
に
い
な
い

こ
と
（N

o personnel of the banking entity that is directly involved in the transaction is physically located in the U
nited S

tates

）
の

要
件
は
明
確
で
な
く
、
削
除
す
べ
き
こ
と
も
指
摘
さ
れ
る
。

3
．
ス
ワ
ッ
プ
規
制
の
ク
ロ
ス
ボ
ー
ダ
ー
適
用

ボ
ル
カ
ー
・
ル
ー
ル
以
外
に
ス
ワ
ッ
プ
規
制
の
ク
ロ
ス
ボ
ー
ダ
ー
適
用
に
関
し
て
も
、N

on-U
.S

.

ス
ワ
ッ
プ
・
デ
ィ
ー
ラ
ー
（
Ｓ
Ｄ
）

一
八
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がU
.S

. P
erson 

と
の
間
で
デ
ィ
ー
リ
ン
グ
を
行
う
事
実
の
み
を
も
っ
て
登
録
義
務
お
よ
び
米
国
規
則
へ
の
準
拠
義
務
を
課
す
る
域
外
適

用
ガ
イ
ダ
ン
ス
案
に
対
し
異
論
が
出
さ
れ
、
域
外
適
用
が
焦
眉
の
急
の
課
題
と
な
っ
て
い
る

（
23
）

。

第
六
章　

ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
の
証
券
取
引
法
に
関
す
る
域
外
適
用

1
．
米
国
証
券
法
の
域
外
適
用

ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
で
は
米
国
証
券
法
の
城
外
適
用
を
許
容
す
る
明
文
規
定
が
置
か
れ
、
従
前
の
米
国
証
券
法
に
関
わ
る
司
法
判
断

を
覆
す
可
能
性
も
あ
り
、
米
国
進
出
の
邦
銀
等
の
影
響
も
大
き
く
、
米
国
証
券
法
に
内
在
す
る
潜
在
的
リ
ス
ク
、
訴
訟
リ
ス
ク
等
に
関
す

る
検
討
が
必
要
と
な
る
。
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
九
二
九
条
Ｐ
は
詐
欺
禁
止
条
項
違
反
を
主
張
し
て
Ｓ
Ｅ
Ｃ
、
米
国
政
府
に
対
す
る
訴
権

を
認
め
、
一
般
私
人
に
も
提
訴
権
を
認
め
る
か
が
議
論
さ
れ
る

（
24
）

。

2
．
モ
リ
ソ
ン
事
件
に
お
け
る
行
為
・
効
果
基
準
と
米
国
最
高
裁
の
域
外
適
用
否
定

⑴　

行
為
・
効
果
基
準

米
国
で
は
証
券
法
の
城
外
適
用
は
肯
定
さ
れ
て
き
た
が
、
二
〇
一
〇
年
六
月
最
高
裁
判
所
はM

orrison v. N
ational A

ustralia 

B
ank

事
件

（
25
）

で
域
外
適
用
を
原
則
的
に
否
定
す
る
立
場
を
示
し
た
。
し
か
し
、
同
年
七
月
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
に
お
い
て
、
米
国
証
券

法
の
城
外
適
用
を
許
容
す
る
明
文
規
定
が
置
か
れ
た
。
域
外
適
用
否
定
の
立
法
意
思
推
定
、
立
法
目
的
に
照
ら
し
厳
格
に
国
内
行
為
を
判

断
す
る
こ
と
、
非
米
国
有
価
証
券
発
行
体
の
訴
訟
リ
ス
ク
軽
減
へ
の
寄
与
、
同
法
に
よ
る
行
為
・
効
果
基
準
の
復
活
な
ら
び
に
私
人
へ
の

提
訴
権
付
与
等
で
あ
る
。
米
国
連
邦
第
二
巡
回
区
控
訴
審
は
行
為
・
効
果
基
準
に
よ
り
裁
判
管
轄
権
を
有
し
な
い
と
判
断
し
た
が
、
最
高

裁
は
同
じ
結
論
な
が
ら
立
法
意
思
か
ら
法
律
解
釈
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
を
採
る
。

一
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⑵　

最
高
裁
の
判
断

最
高
裁
は
、
議
会
の
立
法
意
思
が
明
確
に
存
在
す
る
場
合
に
限
り
法
律
が
域
外
適
用
さ
れ
る
と
判
断
し
、
国
内
行
為
の
存
在
を
主
張
す

る
の
み
で
は
必
ず
し
も
法
律
が
国
内
で
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
ら
な
い
と
の
判
断
を
示
し
て
い
る

（
26
）

。F
oreign-C

ubed

（
外
国
証
券
取
引
所

詐
欺
）
事
件
に
多
岐
の
影
響
を
及
ぼ
し
、
米
国
内
で
事
業
を
営
む
非
米
国
発
行
体
に
お
い
て
、
米
国
証
券
法
に
関
係
す
る
潜
在
的
リ
ス
ク

が
制
限
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う

（
27
）

。

3
．
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
九
二
九
条
Ｐ
の
概
要

ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
第
九
二
九
条
Ｐ
は
一
九
三
四
年
法
を
改
定
し
（
一
九
三
三
年
証
券
法
、
一
九
四
〇
年
投
資
助
言
者
法
の
改
定
も
含
む
）、

同
法
の
詐
欺
禁
止
条
項
の
違
反
を
主
張
し
て
Ｓ
Ｅ
Ｃ
又
は
米
国
政
府
が
提
起
す
る
以
下
の
訴
訟
に
つ
い
て
米
国
連
邦
地
方
裁
判
所
に
管
轄

権
を
賦
与
す
る
。
①
証
券
取
引
が
米
国
外
で
行
わ
れ
、
外
国
投
資
家
の
み
が
関
与
す
る
場
合
で
あ
っ
て
も
違
反
行
為
を
形
成
し
て
い
る
き

わ
め
て
重
要
な
構
成
部
分
が
米
国
内
で
行
わ
れ
て
い
る
場
合
、
②
米
国
外
で
行
わ
れ
た
行
為
に
よ
り
、
米
国
内
に
実
質
的
な
影
響
を
及
ぼ

す
で
あ
ろ
う
こ
と
が
予
見
可
能
な
場
合
。

行
為
・
効
果
基
準
の
復
活
で
あ
り
、
連
邦
議
会
に
よ
る
域
外
適
用
の
立
法
意
思
は
明
白
で
あ
る
た
め
、M

orrison

事
件
の
判
例
法
理

か
ら
も
域
外
適
用
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
第
九
二
九
条
Ｐ
は
海
外
証
券
詐
欺
事
案
に
つ
い
て
米
国
裁
判
所

に
訴
え
出
る
権
利
を
Ｓ
Ｅ
Ｃ
と
米
国
政
府
に
付
与
す
る
が
、
一
般
私
人
に
よ
る
米
国
で
の
訴
訟
提
起
は
規
定
し
て
い
な
い
。
同
条
を
拡
張

適
用
し
て
海
外
証
券
詐
欺
事
案
に
つ
い
て
一
般
私
人
に
も
米
国
裁
判
所
に
訴
え
る
権
利
を
認
め
る
べ
き
か
否
か
を
判
断
す
る
た
め
の
調
査

を
Ｓ
Ｅ
Ｃ
が
行
う
も
の
と
す
る
。
私
人
へ
の
訴
訟
提
起
権
付
与
に
つ
い
て
は
、
ク
ラ
ス
ア
ク
シ
ョ
ン
を
容
易
に
起
こ
せ
る
こ
と
も
懸
念
さ

れ
る
。

一
八
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第
七
章　

英
国
新
金
融
改
革
と
金
融
機
関
経
営
│
リ
ン
グ
フ
ェ
ン
ス
と
ボ
ル
カ
ー
・
ル
ー
ル
の
相
似
│

1
．
キ
ャ
メ
ロ
ン
連
立
政
権
に
よ
る
金
融
監
督
体
制
│
金
融
規
制
強
化
、
リ
テ
ー
ル
分
離
の
検
討
│

英
国
に
お
い
て
二
〇
一
〇
年
五
月
一
一
日
保
守
党
・
自
由
民
主
党
の
連
立
政
権
が
発
足
し
、
六
月
下
旬
に
オ
ズ
ボ
ー
ン
財
務
相
が
新
金

融
監
督
体
制
を
発
表
し
て
い
る

（
28
）

。
同
年
七
月
二
六
日
英
財
務
省
が
新
監
督
体
制
に
関
す
る
協
議
文
書
を
公
表
し
た
。
新
し
い
金
融
監
督
体

制
の
形
は
二
〇
一
一
年
六
月
一
六
日
英
財
務
省
「
ホ
ワ
イ
ト
ペ
ー
パ
ー
：
金
融
改
革
に
向
け
た
青
写
真
」
で
明
確
に
な
っ
て
お
り
、
マ
ク

ロ
的
観
点
か
ら
金
融
シ
ス
テ
ム
全
体
を
監
視
す
る
マ
ク
ロ
・
プ
ル
デ
ン
シ
ャ
ル
監
督
機
関
と
し
て
Ｂ
Ｏ
Ｅ
内
に
金
融
監
督
政
策
委
員
会

（F
P
C
 F

inancial P
olicy C

om
m
itte

）
を
新
設
す
る
。
金
融
サ
ー
ビ
ス
機
構
（U

K

│F
S
A
 F

inancial S
ervice A

uthority

）
を
個
別
会
社
の
監

視
・
監
督
を
担
当
す
る
健
全
性
監
督
機
構
（P

R
A
 P

rudential R
egulation A

uthority

）、
消
費
者
保
護
お
よ
び
市
場
参
加
者
の
行
為
規
制

を
担
当
す
る
金
融
行
為
監
督
機
構
（F

C
A
 F

inancial C
onduct A

uthority

）
に
分
割
す
る
。
そ
の
上
で
Ｐ
Ｒ
Ａ
を
Ｂ
Ｏ
Ｅ
の
傘
下
に
お
く

こ
と
を
主
内
容
と
す
る
。

二
〇
一
一
年
五
月
一
九
日
Ｕ
Ｋ
│

Ｐ
Ｓ
Ａ
と
Ｂ
Ｏ
Ｅ
は
共
同
で
報
告
書
「
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
銀
行
と
健
全
性
監
督
機
構
：
銀
行
監
督
へ
の

ア
プ
ロ
ー
チ
」
を
公
表
し
て
い
る
が
、
主
な
内
容
と
し
て
第
一
に
、
①
Ｐ
Ｒ
Ａ
の
規
制
・
監
督
ア
プ
ロ
ー
チ
の
基
礎
を
な
す
原
則
、
②
Ｐ

Ｒ
Ａ
の
規
制
対
象
機
関
（
預
金
取
扱
金
融
機
関
、
生
損
保
・
再
保
険
会
社
、
投
資
会
社
）、
③
Ｐ
Ｒ
Ａ
の
リ
ス
ク
管
理
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
、
④
Ｐ

Ｒ
Ａ
の
先
進
的
な
判
断
重
視
の
（Judgem

ent-led

）
監
督
ア
プ
ロ
ー
チ
、
⑤
判
断
重
視
モ
デ
ル
を
支
え
る
政
策
立
案
ア
プ
ロ
ー
チ
、
⑥
会

社
認
可
、
個
人
の
承
認
に
関
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
を
提
示
し
て
い
る
。
第
二
に
、
大
規
模
金
融
機
関
の
破
綻
を
容
認
し
、
当
該
金
融
機
関
の

破
綻
処
理
の
実
行
可
能
性
（resolvability

）
を
評
価
す
る
た
め
再
生
・
破
綻
処
理
計
画
（R

R
P
 R

ecovery and R
esolution P

lans

）
の
策
定

一
九
〇



域
外
適
用
と
銀
証
分
離
の
交
錯
（
藤
川
）

（
一
五
三
九
）

状
況
を
最
重
要
視
す
る
こ
と
を
表
明
し
て
い
る
。
第
三
に
、
事
前
介
入
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
（P

IF
 P

roactive Intervention F
ram

ew
ork

）

の
仕
組
み
を
提
示
し
、
Ｐ
Ｉ
Ｆ
は
規
制
対
象
金
融
機
関
の
状
況
を
五
段
階
（low

 risk, m
oderate risk, m

aterial risk, im
m
inent risk, 

resolution/w
inding-up underw

ay

）
に
分
け
て
早
期
対
応
を
図
ら
ん
と
す
る
。

他
方
、
こ
う
し
た
新
金
融
監
督
体
制
に
対
し
て
は
、
二
〇
〇
九
年
銀
行
法
（B

anking A
ct 2009

）、
二
〇
一
〇
年
金
融
サ
ー
ビ
ス
法

（F
inancial S

ervice A
ct 2010

）
に
よ
り
Ｕ
Ｋ
│

Ｆ
Ｓ
Ａ
を
中
心
と
す
る
適
切
な
監
督
体
制
が
構
築
さ
れ
た
こ
と
に
相
反
す
る
こ
と
、
金
融

政
策
委
員
会
と
の
利
益
相
反
関
係
に
な
り
か
ね
な
い
こ
と
な
ど
か
ら
、
批
判
的
な
評
価
も
出
さ
れ
て
い
る

（
29
）

。
こ
の
ほ
か
、
キ
ヤ
メ
ロ
ン
連

立
政
権
の
金
融
規
制
強
化
と
し
て
は
銀
行
課
税
導
入
、
報
酬
規
制
等
が
あ
る
。

2
．
銀
行
独
立
委
員
会
（
Ｉ
Ｃ
Ｂ
）
に
よ
る
英
国
金
融
シ
ス
テ
ム
改
革

二
〇
一
〇
年
六
月
銀
行
業
務
に
関
す
る
独
立
委
員
会
（IC

B
 Independent C

om
m
ission on B

anking

）
が
英
国
銀
行
の
組
織
・
業
務
構
造

の
検
討
、
銀
行
シ
ス
テ
ム
改
革
と
競
争
促
進
を
目
的
に
設
置
さ
れ
、
同
年
九
月
一
二
日
金
融
シ
ス
テ
ム
や
金
融
機
関
組
織
の
あ
り
方
に
関

す
る
最
終
報
告
書
（IC

B
 F

inal R
eport R

ecom
m
endations

）
を
公
表
し
、
英
国
の
銀
行
ス
ト
ラ
ク
チ
ャ
ー
の
改
革
を
図
る
リ
テ
ー
ル
・
リ

ン
グ
フ
ェ
ン
ス
な
ら
び
に
英
国
銀
行
に
一
層
の
損
失
吸
収
力
改
善
を
求
め
る
第
一
次
損
失
吸
収
能
力
（P

L
A
C
 P

rim
ary L

oss-absorbing 

C
apacity

）
に
よ
る
新
資
本
規
制
が
提
示
さ
れ
る
。

第
一
に
金
融
機
関
組
織
に
つ
い
て
、
①
リ
テ
ー
ル
預
金
の
優
先
的
保
護
の
た
め
、
大
手
英
銀
グ
ル
ー
プ
の
リ
テ
ー
ル
銀
行
部
門
を
ホ
ー

ル
セ
ー
ル
お
よ
び
投
資
銀
行
に
法
人
格
を
分
け
別
会
社
（ring fenced bank

）
と
す
る
。
②
リ
ン
グ
フ
ェ
ン
ス
で
保
護
さ
れ
る
リ
テ
ー
ル

銀
行
部
門
（
リ
ン
グ
フ
ェ
ン
ス
銀
行
）
の
組
織
に
つ
い
て
は
、
取
締
役
会
は
過
半
数
を
独
立
取
締
役
で
構
成
し
、
独
自
に
財
務
報
告
や
情
報

開
示
を
行
う
等
他
部
門
と
独
立
し
た
ガ
バ
ナ
ン
ス
体
制
を
構
築
す
る
。
③
ホ
ー
ル
セ
ー
ル
お
よ
び
投
資
銀
行
部
門
の
リ
ス
ク
か
ら
厳
格
に

一
九
一
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遮
断
さ
れ
る
。
④
一
方
リ
ン
グ
フ
ェ
ン
ス
銀
行
は
ホ
ー
ル
セ
ー
ル
お
よ
び
投
資
銀
行
部
門
と
の
情
報
・
専
門
知
識
・
ブ
ラ
ン
ド
・
業
務
イ

ン
フ
ラ
の
共
有
、
協
働
営
業
（one-stop-shopping

サ
ー
ビ
ス
提
供
）
は
容
認
さ
れ
る
。
第
二
に
資
本
力
の
増
強
に
つ
い
て
、
大
手
英
銀
グ

ル
ー
プ
（
シ
ス
テ
ム
上
重
要
な
銀
行
）
に
対
し
て
は
、
バ
ー
ゼ
ル
Ⅲ
が
求
め
る
最
低
自
己
資
本
を
上
回
る
追
加
的
資
本
を
求
め
る
。
ま
た
全

銀
行
（all banks
）
に
対
し
て
金
融
グ
ル
ー
プ
連
結
で
コ
アT

ierl

比
率
一
〇
％
以
上
を
要
求
と
す
る
。
大
規
模
な
リ
ン
グ
フ
ェ
ン
ス
銀
行

（large ring-fenced banks

）
に
対
し
て
最
低
一
〇
％
の
普
通
株
自
己
資
本
を
義
務
づ
け
、
最
大
一
三
％
の
普
通
株
自
己
資
本
を
要
求
す
る
。

3
．
リ
ン
グ
フ
ェ
ン
ス
改
革
の
展
望

政
府
が
Ｉ
Ｃ
Ｂ
の
提
案
を
受
け
入
れ
た
後
、
二
〇
一
九
年
を
完
全
適
用
の
最
終
期
限
と
し
て
法
規
則
の
整
備
が
行
わ
れ
る

（
30
）

。
ド
ッ

ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
、
バ
ー
ゼ
ル
規
制
同
様
、
内
容
は
急
進
的
な
が
ら
、
今
後
の
展
開
に
は
紆
余
曲
折
も
予
想
さ
れ
る
。

Ｉ
Ｃ
Ｂ
最
終
報
告
書
は
リ
テ
ー
ル
・
リ
ン
グ
フ
ェ
ン
ス
に
加
え
、
英
国
独
自
の
銀
行
の
資
本
規
制
を
提
案
し
、
バ
ー
ゼ
ル
Ⅲ
、
Ｇ
│

Ｓ

Ｉ
Ｂ
の
資
本
サ
ー
チ
ャ
ー
ジ
を
踏
ま
え
、
一
層
の
要
求
を
英
国
銀
行
に
求
め
る
。
英
国
大
規
模
銀
行
は
規
制
資
本
と
ベ
イ
ル
イ
ン
債
を
合

わ
せ
、
リ
ス
ク
ア
セ
ッ
ト
比
一
七
％
│
二
〇
％
の
水
準
が
要
求
さ
れ
、
コ
モ
ン
エ
ク
イ
テ
ィT

ierl

と
コ
ン
テ
ィ
ン
ジ
ェ
ン
ト
・
キ
ャ
ピ

タ
ル
を
合
わ
せ
リ
ス
ク
ア
セ
ッ
ト
比
一
九
％
水
準
を
求
め
る
バ
ー
ゼ
ル
資
本
規
制
に
接
近
す
る
。
バ
ー
ゼ
ル
Ⅲ
の
域
内
適
用
と
の
ハ
ー
モ

ナ
イ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
が
議
論
と
な
る
。

4
．
新
金
融
規
制
改
革
の
波
及

英
国
は
金
融
危
機
後
に
先
進
国
と
し
て
は
初
め
て
の
厳
格
な
銀
証
分
離
規
制
を
提
示
し
た
こ
と
に
な
り
、
各
国
の
リ
テ
ー
ル
預
金
保
護

に
波
及
す
る
可
能
性
も
あ
る
。
Ｉ
Ｃ
Ｂ
の
金
融
シ
ス
テ
ム
改
革
に
よ
る
金
融
機
関
経
営
へ
の
影
響
を
み
る
と
、
大
手
英
銀
の
リ
テ
ー
ル
銀

行
部
門
の
別
会
社
化
に
よ
り
、
リ
テ
ー
ル
銀
行
部
門
の
業
務
が
厳
格
に
制
限
さ
れ
、
ト
レ
ー
デ
ィ
ン
グ
業
務
撤
退
の
可
能
性
も
出
て
こ
よ

一
九
二



域
外
適
用
と
銀
証
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離
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錯
（
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川
）

（
一
五
四
一
）

う
。
ホ
ー
ル
セ
ー
ル
・
投
資
銀
行
部
門
は
リ
テ
ー
ル
預
金
を
引
当
て
に
し
た
リ
ス
ク
を
取
れ
な
い
こ
と
と
な
り
、
ホ
ー
ル
セ
ー
ル
・
投
資

銀
行
部
門
資
産
の
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
が
課
題
と
な
る
。
ホ
ー
ル
セ
ー
ル
・
投
資
銀
行
部
門
の
調
達
コ
ス
ト
が
上
昇
、
利
益
が
圧
迫
さ
れ
、
貸

出
等
の
抑
制
、
大
手
英
銀
の
競
争
力
低
下
、
投
資
銀
行
部
門
の
格
付
け
が
低
下
す
る
可
能
性
も
あ
ろ
う
。

Ｉ
Ｃ
Ｂ
提
案
の
リ
テ
ー
ル
・
リ
ン
グ
フ
ェ
ン
ス
並
び
に
Ｐ
Ｌ
Ａ
Ｃ
の
実
現
に
よ
り
、
英
国
に
お
い
て
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
・
バ
ン
ク
は
ビ
ジ

ネ
ス
・
モ
デ
ル
の
根
本
的
変
化
を
余
儀
な
く
さ
れ
よ
う
。
他
方
、
要
求
さ
れ
る
ベ
イ
ル
イ
ン
債
の
水
準
、
リ
ン
グ
フ
ェ
ン
ス
・
バ
ン
ク
の

禁
止
業
務
に
関
す
る
資
産
の
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ
等
の
問
題
も
あ
り
、
Ｉ
Ｃ
Ｂ
提
案
の
実
現
可
能
性
に
は
疑
問
も
否
め
ず
、
今
後
の
動
向
が

注
視
さ
れ
る
。

5
．
ボ
ル
カ
ー
・
ル
ー
ル
と
の
相
似

Ｉ
Ｃ
Ｂ
は
リ
ン
グ
フ
ェ
ン
ス
の
設
計
と
し
て
、
資
金
仲
介
、
決
済
サ
ー
ビ
ス
提
供
は
重
大
な
機
能
で
あ
り
不
要
と
し
つ
つ
、
不
必
要
な

リ
ス
ク
を
も
た
ら
し
、
破
綻
処
理
を
複
雑
に
し
て
銀
行
救
済
の
可
能
性
を
高
め
る
業
務
は
リ
ン
グ
フ
ェ
ン
ス
・
バ
ン
ク
に
認
め
る
べ
き
で

な
い
と
す
る
。
一
方
、
銀
行
ス
ト
ラ
ク
チ
ャ
ー
の
改
革
に
伴
う
コ
ス
ト
最
小
化
を
図
る
べ
く
、
銀
行
の
バ
ラ
ン
ス
シ
ー
ト
に
制
約
を
設
け

フ
レ
キ
シ
ビ
リ
テ
ィ
喪
失
を
防
止
す
る
必
要
性
も
指
摘
す
る
。
個
人
や
中
小
企
業
向
け
の
ク
レ
ジ
ッ
ト
供
与
に
つ
い
て
は
リ
ン
グ
フ
ェ
ン

ス
・
バ
ン
ク
に
制
限
を
設
け
な
い
方
針
を
示
し
て
い
る
。
ホ
ー
ル
セ
ー
ル
・
投
資
銀
行
業
務
に
関
連
し
て
、
ボ
ル
カ
ー
・
ル
ー
ル
は
銀
行

に
よ
る
プ
ロ
ッ
プ
・
ト
レ
ー
デ
ィ
ン
グ
（prop trading 

自
己
勘
定
取
引
）
の
禁
止
、
Ｈ
Ｆ
や
Ｐ
Ｅ
へ
の
投
資
の
禁
止
を
打
ち
出
し
て
い
る
。

高
リ
ス
ク
業
務
か
ら
リ
テ
ー
ル
預
金
を
保
護
す
る
た
め
、
ホ
ー
ル
セ
ー
ル
・
投
資
銀
行
業
務
の
一
部
に
直
接
的
に
制
限
を
加
え
る
規
制
と

い
え
る
。

他
方
、
Ｉ
Ｃ
Ｂ
は
ボ
ル
カ
ー
・
ル
ー
ル
で
は
リ
ン
グ
フ
ェ
ン
ス
の
目
的
の
全
部
を
達
成
で
き
な
い
と
判
断
し
、
ボ
ル
カ
ー
・
ル
ー
ル
型

一
九
三
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規
制
の
英
国
へ
の
導
入
に
は
否
定
的
姿
勢
を
示
し
て
い
る
。
理
由
と
し
て
、
①
ボ
ル
カ
ー
・
ル
ー
ル
で
禁
止
さ
れ
る
業
務
以
外
の
ホ
ー
ル

セ
ー
ル
・
投
資
銀
行
業
務
に
つ
い
て
、
解
体
す
る
際
の
複
雑
性
が
引
き
続
き
残
り
、
納
税
者
サ
ポ
ー
ト
な
し
に
当
局
が
継
続
的
に
必
要
な

業
務
を
維
持
さ
せ
る
こ
と
が
困
難
と
な
る
こ
と
、
②
リ
ン
グ
フ
ェ
ン
ス
・
バ
ン
ク
と
金
融
シ
ス
テ
ム
の
相
互
連
関
性
、
金
融
市
場
の
パ

フ
ォ
ー
マ
ン
ス
と
銀
行
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
の
相
関
性
を
削
減
す
る
た
め
、
マ
ー
ケ
ッ
ト
・
リ
ス
ク
や
カ
ウ
ン
タ
ー
パ
ー
テ
ィ
・
リ
ス
ク

を
増
大
さ
せ
る
ト
レ
ー
デ
ィ
ン
グ
及
び
そ
の
他
の
業
務
を
行
う
べ
き
で
な
い
こ
と
、
③
リ
ン
グ
フ
ェ
ン
ス
・
バ
ン
ク
は
、
ホ
ー
ル
セ
ー

ル
・
投
資
銀
行
業
務
を
行
う
こ
と
な
く
実
体
経
済
に
お
け
る
金
融
仲
介
機
能
を
効
率
的
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
、
④
ホ
ー
ル
セ
ー

ル
・
投
資
銀
行
業
務
の
複
雑
性
を
排
除
す
る
こ
と
で
、
リ
ン
グ
フ
ェ
ン
ス
・
バ
ン
ク
の
経
営
管
理
、
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
、
監
督
が
容
易
に
な

る
こ
と
を
指
摘
・
評
価
し
て
い
る
。
リ
ン
グ
フ
ェ
ン
ス
・
バ
ン
ク
の
義
務
化
サ
ー
ビ
ス
、
禁
止
サ
ー
ビ
ス
を
踏
ま
え
て
、
Ｉ
Ｃ
Ｂ
は
英
国

銀
行
の
リ
テ
ー
ル
・
商
業
銀
行
部
門
の
大
半
は
リ
ン
グ
フ
ェ
ン
ス
・
バ
ン
ク
と
な
り
、
ホ
ー
ル
セ
ー
ル
・
投
資
銀
行
部
門
は
非
リ
ン
グ

フ
ェ
ン
ス
・
バ
ン
ク
と
な
る
こ
と
を
想
定
す
る
。

第
八
章　

域
外
適
用
と
銀
証
分
離
な
ど
金
融
機
関
経
営
の
課
題
と
展
望

1
．
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
を
中
心
と
し
て
、
域
外
適
用
の
ほ
か
適
用
除
外
・
延
期
な
ど
の
考
察
を
行
い
、
金
融
・
資
本
市
場
、
我
が

国
法
制
に
与
え
る
影
響
、
ボ
ル
カ
ー
・
ル
ー
ル
と
リ
ン
グ
フ
ェ
ン
ス
・
バ
ン
ク
の
比
較
な
ど
も
検
討
し
た

（
31
）

。
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
バ
ン
キ
ン
グ

と
は
逆
に
銀
証
分
離
の
方
向
に
働
く
規
制
強
化
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
住
宅
市
況
の
低
迷
、
規
制
強
化
に
伴
う
高
リ
ス
ク
取
引
の
縮
小
か

ら
、
本
格
的
な
収
益
回
復
の
道
筋
が
み
え
な
い
現
状
で
、
米
国
で
は
利
益
の
源
泉
を
コ
ス
ト
圧
縮
に
頼
り
、
業
務
単
位
で
の
統
合
に
よ
り

業
務
を
絞
り
、
業
界
再
編
の
進
展
も
予
想
さ
れ
る
。
域
外
適
用
な
ど
を
背
景
に
、
再
編
コ
ス
ト
圧
縮
と
銀
証
分
離
の
整
合
的
な
動
向
と
い

一
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え
よ
う
。
ま
た
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
下
に
お
け
る
米
国
金
融
監
督
体
制
を
み
る
と
、
旧
来
の
監
督
機
関
は
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
残
り
、
新
し

い
機
関
が
増
え
て
よ
り
複
雑
に
、
さ
ら
に
縦
割
り
に
な
っ
た
と
い
え
る
。
メ
ガ
バ
ン
ク
な
ど
は
多
く
の
機
関
と
繋
が
る
こ
と
に
な
り
、
当

初
の
目
標
が
果
た
し
て
達
成
で
き
る
の
か
、
疑
問
な
し
と
し
な
い

（
32
）

。
規
制
強
化
に
合
わ
せ
て
、
既
に
銀
行
経
営
面
で
は
、
バ
ー
ク
レ
イ

ズ
、
ド
イ
ツ
銀
行
な
ど
で
は
米
国
の
金
融
持
株
会
社
か
ら
銀
行
業
務
を
分
離
し
て
本
社
直
轄
と
し
、
持
株
会
社
構
造
再
編
を
進
め
る
動
き

が
出
つ
つ
あ
る
。
銀
証
分
離
の
現
実
化
が
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
バ
ン
ク
に
お
い
て
進
展
し
つ
つ
あ
り
、
規
制
強
化
に
対
す
る
動
き
が
始
ま
っ
て

い
る
。
他
方
、
我
が
国
で
は
銀
行
持
株
会
社
の
下
で
一
定
の
銀
証
分
離
を
図
り
つ
つ
も
な
ど
金
融
コ
ン
グ
ロ
マ
リ
ッ
ド
指
向
を
弱
め
て
い

な
い
。
各
国
間
に
は
規
制
の
整
合
性
を
図
る
前
提
段
階
で
の
相
違
も
窺
え
る
。
同
法
は
広
範
囲
で
、
多
く
が
今
後
の
規
則
制
定
に
委
ね
ら

れ
、
実
質
的
域
外
適
用
な
ど
我
が
国
の
金
融
業
界
な
ら
び
に
法
制
度
に
与
え
る
影
響
は
少
な
く
な
い
。
金
融
業
界
な
ど
の
ロ
ビ
ー
活
動
の

他
、
一
律
規
制
へ
の
米
国
内
外
の
官
民
挙
げ
て
の
反
駁
も
あ
り
、
今
後
の
帰
趨
は
読
み
に
く
い
。
リ
ン
グ
フ
ェ
ン
ス
・
バ
ン
ク
規
制
は
、

Ｔ
Ｂ
Ｔ
Ｆ
問
題
に
対
す
る
破
綻
処
理
計
画
主
体
か
ら
銀
証
分
離
に
向
け
た
事
前
規
制
へ
の
揺
り
戻
し
と
も
と
れ
、
ま
た
外
国
銀
行
へ
の
影

響
な
ど
も
議
論
さ
れ
て
い
る
が
、
不
透
明
な
部
分
も
多
く
、
今
後
の
規
制
と
影
響
の
方
向
性
は
み
え
に
く
い
局
面
と
な
っ
て
い
る
。

2
．
リ
ー
マ
ン
危
機
後
は
Ｔ
Ｂ
Ｔ
Ｆ
問
題
に
よ
る
モ
ラ
ル
ハ
ザ
ー
ド
へ
の
対
処
か
ら
リ
ビ
ン
グ
・
ウ
ィ
ル
（living w

ill 

生
前
遺
言
・
整

理
計
画
）
等
の
破
綻
処
理
法
制
を
整
え
、
破
綻
を
前
提
と
し
た
事
後
処
理
策
も
策
定
し
て
き
た
が
、
一
時
的
に
沈
静
化
し
つ
つ
あ
る
と
は

い
え
、
欧
州
債
務
危
機
は
ソ
ブ
リ
ン
債
を
抱
え
る
銀
行
の
バ
ラ
ン
ス
シ
ー
ト
の
劣
化
に
よ
る
貸
出
低
下
・
金
融
危
機
の
再
来
等
へ
と
連
環

す
る
危
機
感
も
募
る
中
、
英
国
Ｉ
Ｃ
Ｂ
等
の
改
革
は
事
前
予
防
策
に
も
再
度
原
点
回
帰
し
て
リ
テ
ー
ル
部
門
に
つ
い
て
は
破
綻
の
完
全
回

避
を
目
論
む
こ
と
で
方
向
性
の
修
正
を
図
り
、
政
府
の
資
本
増
強
支
援
な
ど
を
前
提
と
せ
ず
に
自
助
努
力
に
よ
る
法
規
制
の
ミ
ッ
ク
ス

チ
ャ
ー
に
よ
る
実
効
性
確
保
を
め
ざ
す
施
策
を
採
ら
ん
と
す
る
と
い
え
よ
う
か
。

一
九
五
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規
制
強
化
の
限
界
と
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
・
通
常
監
督
お
よ
び
市
場
規
律
の
重
要
性
が
唱
え
ら
れ
、
金
融
庁
検
査
の
み
な
ら
ず
、
金
融
危
機

対
応
で
は
日
常
監
督
の
担
い
手
と
し
て
、
ソ
フ
ト
ロ
ー
、
中
央
銀
行
の
役
割
が
英
国
改
革
や
我
が
国
で
も
重
視
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
欧
米
の

規
制
モ
デ
ル
が
完
全
で
な
い
こ
と
も
判
明
し
、
ア
ジ
ア
な
ど
地
域
的
一
体
性
を
持
た
せ
た
規
制
体
系
の
発
信
も
必
要
で
あ

（
33
）

る
（
34
）

。

3
．
欧
州
債
務
危
機
に
よ
る
金
融
機
関
の
影
響
等
も
絡
み
、
金
融
資
本
市
場
が
複
雑
で
神
経
質
な
展
開
を
み
せ
る
中
、
同
法
の
先
行
き

も
不
透
明
感
に
拍
車
が
か
か
る
よ
う
に
み
え
る
。
内
容
面
で
骨
抜
き
に
な
り
つ
つ
あ
る
と
は
い
え
、
従
前
の
規
制
緩
和
か
ら
の
転
換
で
あ

る
こ
と
は
大
き
な
意
義
を
持
つ
。
今
後
の
法
実
践
に
影
響
を
与
え
る
要
因
と
し
て
、
域
外
適
用
等
ク
ロ
ス
ボ
ー
ダ
ー
に
関
連
す
る
各
国
か

ら
の
反
発
と
金
融
業
界
な
ど
の
ロ
ビ
ー
活
動
は
分
け
て
考
え
ざ
る
を
得
な
い
が
、
金
融
業
界
等
の
反
発
は
諸
悪
と
し
て
全
て
排
除
す
べ
き
、

と
い
う
こ
と
も
ま
た
極
論
で
あ
ろ
う
。
金
融
規
制
法
と
し
て
の
性
格
上
、
法
理
念
先
行
で
な
く
実
体
経
済
か
ら
の
回
復
状
況
、
欧
州
危
機

関
連
な
ど
現
実
の
金
融
業
界
を
取
り
巻
く
環
境
変
化
も
考
慮
し
つ
つ
、
時
間
を
か
け
て
慎
重
に
対
応
せ
ざ
る
を
得
な
い
面
も
あ
る
。
同
法

の
制
定
過
程
な
ど
を
み
る
と
、
シ
テ
ィ
バ
ン
ク
の
ヒ
ヤ
リ
ン
グ
で
も
指
摘
が
あ
っ
た
通
り
、
必
ず
し
も
適
切
と
は
い
い
難
い
面
も
あ
る
。

業
界
か
ら
の
反
発
な
ど
も
、
恣
意
性
の
強
い
部
分
は
除
外
す
る
が
、
大
い
に
価
値
を
有
す
る
部
分
も
あ
ろ
う
。
内
容
面
か
ら
精
査
し
て
一

定
の
修
正
を
図
る
な
ど
、
個
々
に
当
否
を
分
け
て
検
討
し
て
い
く
こ
と
が
望
ま
れ
よ
う
。
ま
た
同
法
は
修
正
条
項
や
解
説
部
分
も
多
く
、

金
融
業
界
か
ら
は
複
雑
さ
と
曖
昧
さ
に
不
満
の
声
も
上
が
っ
て
い
る
。
順
守
内
容
の
明
確
化
が
求
め
ら
れ
て
い
る

（
35
）

。

4
．
米
国
の
規
制
強
化
の
方
向
性
に
つ
い
て
、
シ
ス
テ
ミ
ッ
ク
・
リ
ス
ク
規
制
は
大
規
模
で
あ
る
こ
と
に
批
判
的
な
も
の
と
い
え
、
既

存
債
権
者
の
責
任
を
追
及
す
る
形
で
納
税
者
負
担
の
軽
減
に
意
を
用
い
る
。
こ
の
た
め
、
平
時
に
お
け
る
規
制
を
厳
格
化
し
、
危
機
の
顕

在
化
局
面
で
の
救
済
に
は
否
定
的
と
な
る
。
平
時
の
大
規
模
金
融
機
関
の
監
督
・
規
制
で
は
、
自
己
資
本
・
流
動
性
規
制
を
バ
ー
ゼ
ル
Ⅲ

並
水
準
に
定
め
、
リ
ビ
ン
グ
ウ
ィ
ル
策
定
義
務
な
ど
も
規
定
す
る
。
有
事
の
大
規
模
金
融
機
関
の
監
督
・
規
制
に
つ
い
て
は
公
的
救
済
制

一
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限
、
納
税
者
負
担
の
最
小
化
を
図
る
。
実
際
の
金
融
危
機
発
生
時
に
は
、
救
済
を
否
定
す
る
安
定
化
策
を
策
定
す
る
こ
と
に
な
る
。
銀
行

の
倒
産
手
続
き
に
は
存
続
を
前
提
と
す
る
更
正
型
破
綻
処
理
手
続
き
（
コ
ン
サ
ベ
ー
タ
シ
ッ
プ conservatorship

）、
清
算
型
手
続
き
（
レ

シ
ー
バ
ー
シ
ッ
プ receivership

）
が
あ
る
が
、
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
に
お
い
て
はS

IF
Is

の
危
機
時
に
は
モ
ラ
ル
ハ
ザ
ー
ド
の
観
点
か

ら
コ
ン
サ
ベ
ー
タ
シ
ッ
プ
方
式
は
採
用
せ
ず
、
清
算
が
前
提
で
あ
り
、
税
金
が
公
正
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
を
議
会
が
米
国
国
民
に
示
し
た

と
い
え
る
。
公
的
支
援
策
の
発
動
を
限
定
的
と
し
、
代
わ
っ
て
銀
行
の
債
権
者
、
株
主
、
経
営
者
に
対
し
て
、
遡
及
し
て
の
給
料
返
済
措

置
で
あ
る
ク
ロ
ー
バ
ッ
ク
導
入
、
あ
る
い
は
破
綻
し
な
いS

IF
Is

か
ら
コ
ス
ト
と
し
て
の
金
融
取
引
税
な
ど
の
徴
収
を
図
ら
ん
と
す
る
。

こ
の
た
め
近
時
は
米
国
大
手
銀
行
の
格
付
け
低
下
が
顕
著
と
な
り
（
二
〇
一
二
年
四
月
以
降
）、
社
債
債
権
者
等
に
対
す
る
負
担
の
増
加
を

反
映
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
銀
行
側
と
し
て
も
早
急
な
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
の
再
構
築
を
迫
ら
れ
る
も
の
と
な
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
ド
ッ

ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
の
適
用
延
期
・
免
除
措
置
な
ど
不
透
明
さ
が
増
す
に
つ
れ
、
大
統
領
選
挙
な
ど
も
挟
み
、
法
内
容
が
当
初
と
異
な
る
も

の
と
な
る
可
能
性
も
残
さ
れ
る
。

5
．
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
の
適
用
除
外
、
域
外
適
用
等
の
問
題
は
国
内
法
の
域
外
適
用
（extraterritorial application

）
の
問
題
で

あ
り
、
独
占
禁
止
法
あ
る
い
は
証
券
取
引
法
の
域
外
適
用
と
関
連
し
て
論
じ
ら
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
も
あ
る

（
36
）

。
域
外
適
用
に
関
し
て
は
、

国
際
的
適
用
が
可
能
な
場
合
で
あ
っ
て
も
国
際
的
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
権
限
（
執
行
管
轄
権
）
の
考
察
が
必
要
と
な
る
。
立
法
管
轄
権

と
異
な
り
執
行
管
轄
権
を
外
国
領
土
内
で
行
使
す
る
こ
と
は
被
行
使
国
の
同
意
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
外
国
法
令
に
基
づ
く
報
告
・
資
料

提
出
命
令
や
検
査
権
限
を
行
使
す
る
こ
と
は
許
容
さ
れ
な
い
と
考
え
ら
れ
、
国
際
的
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
の
実
効
性
確
保
の
た
め
に
外

国
当
局
と
の
国
際
的
情
報
交
換
が
必
要
な
要
素
と
な
る

（
37
）

。
私
見
で
あ
る
が
同
法
に
つ
い
て
、
外
国
当
局
が
日
本
の
当
局
に
対
し
て
情
報
提

供
を
要
請
し
て
日
本
当
局
が
情
報
提
供
す
る
場
合
が
、
同
法
の
域
外
適
用
に
お
け
る
現
実
的
な
今
後
の
成
り
行
き
の
一
つ
と
も
想
定
さ
れ
、

一
九
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公
開
情
報
は
任
意
の
提
供
が
可
能
で
は
あ
る
が
、
要
請
に
応
じ
る
場
合
に
新
た
に
関
係
者
か
ら
の
情
報
収
集
な
ど
が
必
要
な
場
合
は
法
的

な
根
拠
が
求
め
ら
れ
、
同
法
が
域
外
適
用
を
通
じ
て
外
国
に
実
質
的
な
法
定
立
を
強
い
る
こ
と
に
な
る

（
38
）

と
さ
れ
る
所
以
で
あ
ろ
う
。

域
外
適
用
に
関
し
て
は
、
二
〇
一
一
年
七
月
一
日
英
国
賄
賂
防
止
法
（U

K
 B

ribery A
ct

）
が
施
行
さ
れ
る
な
ど
、
近
年
は
独
占
禁
止

法
以
外
に
も
金
融
政
策
、
海
外
不
正
行
為
防
止
な
ど
種
々
の
分
野
に
お
い
て
課
題
と
な
っ
て
い
る
が
、
基
準
と
な
る
法
益
な
ど
横
断
的
な

理
論
的
整
理
、
比
較
法
的
検
討
な
ど
十
分
に
な
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
状
態
で
あ
る
。
域
外
適
用
の
限
界
と
し
て
、
他
国
の
経
済
政

策
と
衝
突
し
、
そ
の
国
に
対
す
る
干
渉
と
な
り
、
国
際
法
違
反
と
な
る
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
る

（
39
）

。
ボ
ル
カ
ー
・
ル
ー
ル
の
域
外
適
用
等
に

関
し
て
も
参
考
と
な
ろ
う
。
今
後
は
司
法
権
・
司
法
判
断
の
域
外
適
用
、
執
行
・
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
を
含
め
、
国
際
管
轄
権
の
議
論

と
も
併
せ
て
、
理
論
的
統
一
性
確
立
と
法
秩
序
形
成
に
向
け
、
解
決
に
向
け
た
模
索
が
続
く
も
の
と
み
ら
れ
る
。

6
．
膨
大
な
内
容
を
擁
す
る
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
ゆ
え
に
、
国
内
法
な
が
ら
域
外
適
用
な
ど
の
影
響
と
反
発
、
ロ
ビ
ー
活
動
他
の
抵

抗
、
理
論
面
の
詰
め
の
甘
さ
・
曖
昧
さ
な
ど
か
ら
規
則
制
定
へ
の
依
拠
及
び
適
用
延
期
・
除
外
な
ど
の
措
置
が
多
い
こ
と
と
い
っ
た
法
制

度
面
の
ジ
レ
ン
マ
が
あ
り
、
ボ
ル
カ
ー
・
ル
ー
ル
を
み
て
も
、
流
動
性
低
下
・
資
本
コ
ス
ト
上
昇
、
規
制
の
少
な
い
シ
ャ
ド
ー
・
バ
ン
キ

ン
グ
へ
の
資
金
流
出
、
海
外
資
本
市
場
と
の
競
争
不
利
、
個
別
金
融
機
関
の
リ
ス
ク
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
制
約
か
ら
予
想
外
の
シ
ス
テ
ミ
ッ

ク
・
リ
ス
ク
が
熟
成
さ
れ
か
ね
な
い
な
ど
、
規
制
導
入
に
よ
る
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
の
更
な
る
現
出
が
懸
念
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
シ
ャ

ド
ー
・
バ
ン
キ
ン
グ
規
制
に
シ
フ
ト
す
る
に
し
て
も
、
規
制
強
化
の
連
鎖
に
堕
し
か
ね
な
い
。

他
方
で
は
、
欧
州
債
務
危
機
の
深
刻
化
が
並
行
し
て
進
ん
で
お
り
、
特
に
Ｅ
Ｕ
で
は
金
融
・
経
済
・
財
政
に
つ
い
て
一
体
化
し
た
具
体

的
な
検
討
が
求
め
ら
れ
る
。
同
法
の
実
質
的
域
外
適
用
等
の
関
連
か
ら
も
法
制
度
の
内
容
の
十
分
な
事
前
開
示
と
議
論
を
尽
く
し
、
各
国

独
自
の
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
等
も
尊
重
し
つ
つ
、
米
国
内
外
に
お
い
て
法
導
入
・
適
用
と
金
融
機
関
側
の
影
響
を
逐
一
、
実
証
分
析
や
経
済

一
九
八



域
外
適
用
と
銀
証
分
離
の
交
錯
（
藤
川
）

（
一
五
四
七
）

状
況
等
も
踏
ま
え
て
、
十
分
な
開
示
と
着
実
な
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
に
よ
り
導
入
を
進
め
、
自
主
規
制
な
ど
ソ
フ
ト
ロ
ー
と
の
ミ
ッ
ク
ス
を

図
っ
て
い
く
こ
と

（
40
）

が
実
効
性
を
持
っ
た
あ
り
得
べ
き
法
規
範
形
成
に
向
け
た
観
点
か
ら
求
め
ら
れ
て
い
こ
う
。

（
1
） 

小
立
敬
「
米
国
に
お
け
る
金
融
制
度
改
革
法
の
成
立
│
ド
ッ
ド
＝
フ
ラ
ン
ク
法
の
概
要
│
」
野
村
資
本
市
場
ク
ォ
ー
タ
リ
ー
（
二
〇
一
〇
年
夏

号
）
一
二
七
│
一
五
二
頁
参
照
。
関
雄
太
・
神
山
哲
也
「
ボ
ル
カ
ー
・
ル
ー
ル
に
関
す
る
調
査
・
提
言
を
公
表
し
た
米
国
金
融
安
定
監
督
カ
ウ
ン
シ

ル
（
Ｆ
Ｓ
Ｏ
Ｃ
）」（
二
〇
一
一
年
冬
号
）
六
五
│
七
八
頁
。

（
2
） 

同
法
の
分
量
は
一
六
章
、
二
三
〇
〇
頁
に
も
及
び
、
実
施
の
た
め
膨
大
な
細
目
整
備
も
続
け
ら
れ
る
。

（
3
） T

ed P
aradise, D

avis P
olk &

 W
ardw

ell L
L
P
, “V

olcker R
ule-P

roprietary T
rading” 2012 F

ebruary 20, “H
ow

 D
odd-F

rank 

A
pplies O

utside the U
.S

.” 2012 January 16　

 

（
4
） 

松
尾
直
彦
『
Ｑ
＆
Ａ
ア
メ
リ
カ
金
融
改
革
法
│
ド
ッ
ド=

フ
ラ
ン
ク
法
の
す
べ
て
』
金
融
財
政
事
情
研
究
会
（
二
〇
一
〇
年
一
二
月
）、
鈴
木

博
「
米
国
の
金
融
規
制
改
革
法
と
金
融
機
関
経
営
│
大
規
模
金
融
機
関
の
経
営
の
視
点
か
ら
│
」
農
林
金
融
（
二
〇
一
一
年
一
月
）。

（
5
） 

米
国
で
も
金
融
消
費
者
庁
と
Ｆ
Ｒ
Ｂ
の
指
揮
・
権
限
の
統
一
性
・
整
合
性
に
疑
問
が
呈
さ
れ
る
。M

IT
 S

loan S
chool of M

anagem
ent 

P
rofessor S

im
on Johnson “T

he D
odd-F

rank A
ct: D

id It G
o T

oo F
ar or N

ot F
ar E

nough?” M
arch 17, 2011, G

W
U
L
aw

 S
chool

（
6
） 

三
谷
明
彦
「T

oo big to fail

問
題
と
金
融
規
制
」
み
ず
ほ
総
研
論
集
（
二
〇
一
〇
年
号
）
一
│
五
六
頁
。

（
7
） 

Ｈ
Ｇ
お
よ
び
Ｐ
Ｅ
の
定
義
は
、
一
九
四
〇
年
投
資
会
社
法
三
条
⒞
項
⑴
お
よ
び
⑺
に
基
づ
い
て
投
資
会
社
の
登
録
が
免
除
さ
れ
る
会
社
そ
の
他

の
法
人
及
び
適
切
な
連
邦
銀
行
当
局
が
決
定
す
る
そ
れ
と
類
似
の
フ
ァ
ン
ド
（sim

ilar fund

）
と
し
て
規
定
さ
れ
る
。

（
8
） 

全
国
銀
行
協
会
「
米
連
邦
準
備
理
事
会
（
Ｆ
Ｒ
Ｂ
）
に
よ
る
「『
主
に
金
融
業
務
に
従
事
す
る
』
こ
と
の
定
義
お
よ
び
『
重
要
な
』
ノ
ン
バ
ン

ク
・
銀
行
持
株
会
社
の
定
義
」
に
係
る
提
案
に
対
す
る
コ
メ
ン
ト
」（
二
〇
一
一
年
三
月
三
〇
日
）。

（
9
） 

全
国
銀
行
協
会
「
米
国
ボ
ル
カ
ー
・
ル
ー
ル
に
対
す
る
コ
メ
ン
ト
」（
二
〇
一
〇
年
一
一
月
五
日
）（
一
律
適
用
）。

（
10
） 

ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
六
一
九
条
⒟
⑷
Ⅰ
の
域
外
適
用
の
例
外
条
項
に
よ
れ
ば
、
ボ
ル
カ
ー
・
ル
ー
ル
は
、「
外
国
金
融
機
関
に
よ
る
、
米
国

一
九
九



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
四
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）

（
一
五
四
八
）

外
の
み
で
持
分
（ow

nership interest

）
が
売
却
さ
れ
る
Ｐ
Ｅ
・
Ｈ
Ｆ
に
対
す
る
、
米
国
外
で
の
（solely outside the U

nited S
tates

）
投
資

に
は
適
用
さ
れ
な
い
」
と
あ
る
が
、“solely outside of the U

nited S
tates”

の
具
体
的
な
定
義
が
必
要
で
あ
る
。

（
11
） 
全
国
銀
行
協
会
「
米
国
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
・
ウ
ォ
ー
ル
ス
ト
リ
ー
ト
改
革
お
よ
び
消
費
者
保
護
法
に
よ
る
自
己
資
本
規
制
の
フ
ロ
ア
ル
ー
ル

改
正
等
に
係
る
市
中
協
議
文
書
に
対
す
る
コ
メ
ン
ト
」（
二
〇
一
一
年
二
月
二
三
日
）（
域
外
適
用
）。

（
12
） 

全
国
銀
行
協
会
「
米
国
ボ
ル
カ
ー
・
ル
ー
ル
の
経
過
期
間
に
係
る
Ｆ
Ｒ
Ｂ
提
案
に
対
す
る
コ
メ
ン
ト
」（
二
〇
一
一
年
一
月
七
日
）。

（
13
） 

セ
オ
ド
ア
・
Ａ
・
パ
ラ
ダ
イ
ス
、
杉
山
浩
司
、
ダ
ニ
エ
ル
・
Ｅ
・
ニ
ュ
ー
マ
ン
「
米
国
金
融
規
制
改
革
法
案
の
重
要
ポ
イ
ン
ト
と
国
際
的
な
金

融
機
関
に
与
え
る
影
響
」
商
事
法
務
（
二
〇
一
〇
年
八
月
）
一
│
一
四
九
頁
。

（
14
） U

.S
. L

egal D
evelopm

ents by T
ed P

aradise, D
avis P

olk &
 W

ardw
ell L

L
P

「
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
：
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
に
お

け
る
ボ
ル
カ
ー
・
ル
ー
ルP

art I, P
art II

」。

（
15
） 

ポ
ー
ル
・
ボ
ル
カ
ー
自
身
、
ボ
ル
カ
ー
・
ル
ー
ル
の
内
容
を
他
の
法
域
に
お
け
る
規
制
当
局
に
対
し
て
積
極
的
に
働
き
か
け
て
い
る
。

（
16
） 

本
条
項
起
草
者
も
、
預
金
保
険
非
対
象
の
外
国
銀
行
支
店
等
を
適
用
除
外
条
項
か
ら
除
く
の
は
意
図
し
な
い
結
果
と
の
議
会
証
言
を
し
て
い
る
。

（
17
） 

金
融
庁
「
ボ
ル
カ
ー
・
ル
ー
ル
（
案
）
に
関
す
る
米
国
当
局
宛
の
レ
タ
ー
に
つ
い
て
」（
二
〇
一
二
年
一
月
一
二
日
）。

（
18
） 

米
国
当
局
は
規
制
対
象
の
日
本
国
債
を
除
外
す
る
方
向
で
最
終
調
整
に
入
っ
て
い
る
。
二
〇
一
二
年
七
月
二
五
日
日
本
経
済
新
聞
。

（
19
） 

全
国
銀
行
協
会
「
米
国
ボ
ル
カ
ー･

ル
ー
ル
施
行
規
則
に
係
る
市
中
協
議
文
書
に
対
す
る
コ
メ
ン
ト
」（
二
〇
一
二
年
一
月
一
三
日
）。

（
20
） 

あ
る
勘
定
が
対
象
金
融
ポ
ジ
シ
ョ
ン
以
外
で
、
当
該
対
象
銀
行
エ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
保
有
期
間
が
六
〇
日
以
下
で
あ
る
対
象
金
融
ポ
ジ
シ
ョ
ン
の

取
得
の
た
め
に
用
い
ら
れ
る
場
合
、
あ
ら
ゆ
る
事
実
お
よ
び
状
況
に
も
と
づ
き
、
当
該
対
象
金
融
ポ
ジ
シ
ョ
ン
が
個
別
に
ま
た
は
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し

て
掲
げ
る
目
的
の
た
め
に
取
得
さ
れ
た
も
の
で
な
い
こ
と
を
当
該
銀
行
エ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
示
す
こ
と
が
で
き
る
場
合
を
除
き
、
当
該
勘
定
は
ト
レ
ー

デ
ィ
ン
グ
勘
定
と
推
定
さ
れ
る
。

（
21
） 

ル
ー
ル
案
で
許
容
さ
れ
る
マ
ー
ケ
ッ
ト
メ
ー
ク
等
の
取
引
の
判
断
に
当
た
り
、
米
国
当
局
が
米
国
外
取
引
を
含
め
全
取
引
を
監
視
す
る
必
要
が

あ
る
が
、
外
国
銀
行
の
非
在
米
拠
点
の
行
為
を
把
握
す
る
こ
と
は
、
米
国
外
拠
点
で
の
行
為
は
母
国
当
局
が
適
切
な
監
督
を
行
い
、
実
態
上
不
可
能

で
あ
る
。

二
〇
〇



域
外
適
用
と
銀
証
分
離
の
交
錯
（
藤
川
）

（
一
五
四
九
）

（
22
） 

外
国
銀
行
が
外
国
に
お
い
て
米
国
銀
行
と
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
を
締
結
し
た
場
合
の
当
該
外
国
銀
行
、
米
国
外
で
の
ト
レ
ー
デ
ィ
ン
グ
を
行
う

こ
と
を
目
的
と
し
た
米
国
設
立
銀
行
の
海
外
現
地
法
人
に
も
ル
ー
ル
案
が
適
用
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。

（
23
） 
全
国
銀
行
協
会
「
米
国
Ｃ
Ｆ
Ｔ
Ｃ
「
ス
ワ
ッ
プ
規
制
の
ク
ロ
ス
ボ
ー
ダ
ー
適
用
」
に
係
る
市
中
協
議
文
書
に
対
す
る
コ
メ
ン
ト
」（
二
〇
一
二

年
八
月
二
八
日
）。

（
24
） 

大
橋
宏
一
郎
「
米
国
証
券
法
の
域
外
適
用
に
関
す
る
最
近
の
動
向
」
金
融
財
政
事
情
（
二
〇
一
一
年
二
月
七
日
）
四
八
│
五
〇
頁
参
照
。

（
25
） M

orrison v. N
ational A

ustralia B
ank, L

td. N
o.07-0583-cv 

（2d C
ir. 2008

）. foreign-cubed

訴
訟
（
外
国
人
原
告
ら
が
外
国
の
証
券

取
引
所
で
外
国
会
社
の
株
式
を
購
入
し
た
有
価
証
券
に
関
す
る
訴
訟
）
に
つ
い
て
、
第
二
巡
回
区
控
訴
裁
判
所
が
初
め
て
審
理
し
た
も
の
で
あ
る
。

「
米
国
連
邦
第
二
巡
回
区
控
訴
裁
判
所
、
外
国
発
行
会
社
の
証
券
訴
訟
に
つ
い
て
判
断
」
モ
リ
ソ
ン
・
フ
ォ
ー
ス
タ
ー
Ｌ
Ｌ
Ｐ
（
二
〇
〇
八
年
一
一

月
一
一
日
）。

（
26
） M

orrison

事
件
の
原
告
は
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
銀
行
の
子
会
社
に
よ
る
虚
偽
記
載
の
原
因
は
米
国
で
発
生
し
、
虚
偽
記
載
は

同
行
に
よ
り
Ｓ
Ｅ
Ｃ
へ
の
証
券
届
出
書
に
盛
り
込
ま
れ
、
一
九
三
四
年
法
第
一
〇
条
⒝
に
よ
る
訴
訟
は
国
内
行
為
に
基
づ
く
請
求
で
あ
る
と
主
張
し

た
。
最
高
裁
は
法
令
の
真
の
目
的
を
判
断
す
る
と
共
に
、
申
立
て
の
国
内
行
為
が
議
会
が
法
律
制
定
時
に
意
図
し
た
目
的
に
沿
っ
た
も
の
か
を
判
断

す
る
に
は
該
当
法
（
一
九
三
四
年
法
）
の
条
文
を
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一
九
三
四
年
法
は
詐
欺
行
為
自
体
を
処
罰
す
る
も
の
で
は
な
く
、

国
内
証
券
取
引
所
に
登
録
さ
れ
た
証
券
又
は
国
内
証
券
取
引
所
に
登
録
さ
れ
ず
に
国
内
で
売
買
さ
れ
た
証
券
に
関
連
し
た
詐
欺
行
為
を
処
罰
す
る
も

の
で
あ
る
。M

orrison

事
件
の
詐
欺
行
為
は
法
律
が
目
的
と
す
る
行
為
で
な
く
、
証
券
販
売
は
米
国
内
で
発
生
し
た
も
の
で
な
い
か
ら
申
立
て
の

国
内
行
為
は
請
求
を
起
こ
す
に
は
十
分
と
は
い
え
な
い
と
判
示
し
た
。

（
27
） 

二
〇
〇
七
年
Ｓ
Ｅ
Ｃ
の
ル
ー
ル
（12g3-2⒝

）
が
改
正
さ
れ
、
ス
ポ
ン
サ
ー
な
し
Ａ
Ｄ
Ｒ
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
急
増
し
、
当
該
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
関
連

す
る
発
行
体
の
米
国
に
お
け
る
行
為
は
存
在
し
な
い
た
め
非
米
国
発
行
体
が
懸
念
す
べ
き
訴
訟
リ
ス
ク
は
小
さ
く
な
る
は
ず
で
あ
る
。
大
橋
宏
一

郎
・
前
掲
五
〇
頁
。

（
28
） 

み
ず
ほ
証
券
・
漆
畑
春
彦
「
英
キ
ャ
メ
ロ
ン
政
権
の
金
融
規
制
改
革
」
証
券
経
済
学
会
（
二
〇
一
一
年
一
一
月
二
七
日
）
参
照
。

（
29
） 

英
国W

arw
ick

大
学
法
学
部M

cE
ldow

ney

教
授
は
以
下
の
問
題
点
を
指
摘
す
る
。
①
金
融
危
機
後
に
前
政
権
下
で
施
行
さ
れ
た
二
〇
〇
九

二
〇
一



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
四
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）

（
一
五
五
〇
）

年
銀
行
法
、
二
〇
一
〇
年
金
融
サ
ー
ビ
ス
法
（F

inancial S
ervice A

ct 2010

）
に
よ
り
Ｕ
Ｋ
│

Ｆ
Ｓ
Ａ
を
中
心
と
す
る
適
切
な
監
督
体
制
が
構
築

さ
れ
、
Ｕ
Ｋ
│

Ｆ
Ｓ
Ａ
の
流
動
性
規
制
（
二
〇
〇
八
年
一
二
月
公
表
）
に
見
る
よ
う
な
先
進
的
規
制
を
導
入
し
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
Ｕ
Ｋ
│

Ｆ
Ｓ
Ａ
を

廃
止
、
Ｂ
Ｏ
Ｅ
に
監
督
権
限
を
集
中
さ
せ
る
体
制
と
す
る
こ
と
に
は
違
和
感
が
あ
る
。
②
現
連
立
政
権
が
公
表
し
た
金
融
監
督
体
制
は
監
督
当
局
の

あ
る
べ
き
機
関
構
造
（institutional structure

）
に
重
点
を
置
き
、
規
制
の
適
用
、
規
制
の
効
果
な
ど
の
政
策
分
析
に
基
づ
く
も
の
で
な
い
。
③

Ｂ
Ｏ
Ｅ
が
規
制
権
限
を
適
切
に
行
使
で
き
る
能
力
を
有
し
て
い
る
の
か
疑
問
が
あ
る
。
④
Ｂ
Ｏ
Ｅ
に
マ
ク
ロ
・
ミ
ク
ロ
の
プ
ル
デ
ン
シ
ャ
ル
政
策
決

定
権
限
を
集
中
さ
せ
る
新
体
制
で
は
政
策
の
機
動
性
は
高
ま
る
も
の
の
、
金
融
シ
ス
テ
ム
の
安
定
に
係
る
Ｂ
Ｏ
Ｅ
の
政
策
判
断
の
透
明
性
の
保
証
の

点
で
疑
問
が
あ
る
。M

cE
ldow

ney, John F
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K
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M
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dw
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lgar, C

heltenham
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B
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 9780857933812 

（
30
） 

小
立
敬
「
リ
テ
ー
ル
・
リ
ン
グ
フ
ェ
ン
ス
、
Ｐ
Ｌ
Ａ
Ｃ
に
よ
る
英
国
銀
行
改
革
│
独
立
銀
行
委
員
会
の
最
終
報
告
書
│
」
野
村
資
本
市
場

ク
ォ
ー
タ
リ
ー
二
〇
一
一
年
秋
号
一
│
二
四
頁
、
同
「
リ
テ
ー
ル
銀
行
の
リ
ン
グ
フ
ェ
ン
ス
を
提
案
す
る
英
国
独
立
銀
行
委
員
会
の
中
間
報
告
書
」

二
〇
一
一
年
春
号
。

（
31
） 

ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
に
お
け
る
Ｍ
＆
Ａ
規
制
に
つ
き
、
拙
稿
「
米
国
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
に
お
け
る
銀
行
持
株
会
社
な
ら
び
に
Ｍ
＆
Ａ
取

引
規
制
等
に
か
か
る
考
察
」
日
本
法
学
第
七
八
巻
第
一
号
（
二
〇
一
二
年
六
月
）
六
五
│
九
二
頁
。

（
32
） 

関
雄
太
「
欧
米
金
融
規
制
改
革
の
行
方
と
グ
ロ
ー
バ
ル
金
融
シ
ス
テ
ム
の
課
題
」
早
稻
田
大
学
大
学
院
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
学
科
講
演
（
二
〇
一
二

年
五
月
八
日
）。

（
33
） 

上
村
達
男
「
金
融
危
機
│
日
本
発
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
（
早
稲
田
大
学
Ｇ
Ｃ
Ｏ
Ｅ
宣
言
）《
金
融
危
機
│
日
本
の
評
価
軸
を
欧
米
に
問
う
│
》」

（
二
〇
〇
九
年
八
月
八
日
）。

（
34
） 

ア
ジ
ア
開
発
銀
行
河
合
正
弘
・
清
水
啓
典
発
言
「
ア
ジ
ア
経
済
圏
に
お
け
る
金
融
／
資
本
市
場
の
発
展
に
向
け
た
課
題
と
わ
が
国
金
融
機
関
が

果
た
す
べ
き
役
割
」
全
国
銀
行
協
会
金
融
調
査
研
究
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
（
二
〇
一
二
年
三
月
九
日
）。

（
35
） 

Ｆ
Ｒ
Ｂ
タ
ル
ー
ロ
理
事
は
二
〇
一
二
年
三
月
二
二
日
ド
イ
ツ
銀
行
が
資
本
規
則
の
適
用
を
免
れ
る
た
め
米
子
会
社
の
銀
行
持
株
会
社
の
法
的
地

位
を
変
更
し
た
こ
と
に
対
応
し
、
Ｆ
Ｒ
Ｂ
は
米
国
内
の
外
国
銀
行
に
適
用
す
る
ル
ー
ル
を
検
討
す
る
と
述
べ
て
い
る
。
二
〇
一
二
年
三
月
二
三
日

二
〇
二



域
外
適
用
と
銀
証
分
離
の
交
錯
（
藤
川
）

（
一
五
五
一
）

R
E
U
T
E
R
S

。

（
36
） 

小
寺
彰
「
独
禁
法
の
域
外
適
用
・
域
外
執
行
を
め
ぐ
る
最
近
の
動
向
│
国
際
法
の
観
点
か
ら
の
分
析
と
評
価
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
二
五
四
号

（
二
〇
〇
三
年
）
六
六
頁
。

（
37
） 
金
融
庁
に
よ
る
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
主
要
株
主
に
対
す
る
報
告
・
資
料
提
出
命
令
権
限
と
検
査
権
限
（
金
商
法
五
六
条
の
二
第
二
項
）
に

関
し
て
、
松
尾
直
彦
「
金
融
商
品
取
引
法
の
国
際
的
適
用
範
囲
」
東
京
大
学
法
科
大
学
院
ロ
ー
レ
ビ
ュ
ーV

O
L
.6

（
二
〇
一
一
年
九
月
）
二
七
六

│
二
八
六
頁
。
金
融
商
品
取
引
規
制
当
局
間
で
行
う
情
報
交
換
に
、
①
日
本
の
当
局
が
外
国
の
当
局
に
対
し
て
情
報
提
供
を
要
請
し
て
当
該
外
国
の

当
局
が
当
該
情
報
提
供
を
す
る
場
合
、
②
日
本
の
当
局
が
外
国
の
当
局
に
対
し
て
自
発
的
に
情
報
提
供
を
す
る
場
合
、
③
外
国
の
当
局
が
日
本
の
当

局
に
対
し
て
情
報
提
供
を
要
請
し
て
日
本
の
当
局
が
当
該
情
報
提
供
を
す
る
場
合
、
④
外
国
の
当
局
が
日
本
の
当
局
に
対
し
て
自
発
的
に
情
報
提
供

を
す
る
場
合
が
あ
る
。
①
②
④
に
つ
い
て
は
金
商
法
に
特
段
の
定
め
は
な
い
。
③
の
法
的
な
根
拠
に
つ
き
、
金
商
法
一
八
九
条
を
根
拠
条
文
と
し
て

示
さ
れ
る
。
情
報
交
換
の
枠
組
み
（
証
券
Ｍ
Ｏ
Ｕ
（M

em
orandum

 of U
nderstanding

））
の
合
意
に
は
多
国
間
Ｍ
Ｏ
Ｕ
、
二
当
局
間
Ｍ
Ｏ
Ｕ
の

類
型
が
あ
る
。
法
的
拘
束
力
の
な
い
意
図
表
明
文
書
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
、
法
一
八
九
条
等
国
内
法
令
の
許
容
範
囲
内
で
の
み
実
施
さ
れ
る
。

（
38
） 

松
尾
直
彦
「
ア
メ
リ
カ
の
ド
ッ
ド
＝
フ
ラ
ン
ク
法
の
日
本
の
金
融
機
関
と
企
業
へ
の
影
響
」
法
と
経
済
の
ジ
ャ
ー
ナ
ルA

sahi Judiciary

（
二
〇
一
〇
年
一
二
月
一
日
）。

（
39
） 

一
九
三
四
年
米
国
証
券
取
引
所
法
一
〇
条
⒝
・
規
則 10-b5 

の
域
外
適
用
に
お
い
て
、
米
国
の
裁
判
所
は
属
地
主
義
の
拡
張
と
し
て
、
主
観
的

属
地
主
義
お
よ
び
客
観
的
属
地
主
義
を
根
拠
と
し
て
い
る
。
独
禁
法
の
域
外
適
用
は
、
行
為
と
効
果
の
関
係
が
具
体
的
で
明
白
な
も
の
で
な
い
こ
と

か
ら
、
客
観
的
属
地
主
義
に
よ
り
正
当
化
さ
れ
な
い
。
域
外
適
用
の
限
界
と
し
て
、
他
国
の
経
済
政
策
と
衝
突
し
、
そ
の
国
に
対
す
る
干
渉
と
な
り
、

国
際
法
違
反
と
な
る
可
能
性
を
指
摘
さ
れ
、
規
則 10-b5 

の
域
外
適
用
に
関
す
る
司
法
判
断
に
疑
問
を
呈
さ
れ
る
。
清
水
章
雄
「
米
国
の
証
券
取
引

規
制
と
国
際
法
│
一
九
三
四
年
証
券
取
引
所
法
一
〇
条
⒝
お
よ
び
証
券
取
引
委
員
会
規
則 10b-5 

の
域
外
適
用
│
」
早
稲
田
法
学
会
（
一
九
八
〇
年

三
月
）
二
一
一
│
二
二
〇
頁
。
域
外
適
用
全
般
の
問
題
に
関
し
て
は
、
別
稿
に
お
い
て
考
察
を
深
め
た
い
。

（
40
） 

元
金
融
庁
長
官
・
五
味
廣
文
「
金
融
規
制
と
自
己
規
律
〜
金
融
危
機
に
学
ぶ
〜
」
証
券
経
済
学
会
講
演
（
二
〇
一
二
年
九
月
二
二
日
）。
市
場

の
信
認
の
回
復
と
自
由
の
両
立
の
た
め
に
は
規
制
に
よ
る
自
由
の
制
限
で
な
く
、
自
己
規
律
の
欠
如
が
呼
び
込
む
過
剰
規
制
が
問
題
で
あ
り
、
金
融

二
〇
三



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
四
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）

（
一
五
五
二
）

を
実
体
経
済
に
呼
び
戻
す
環
境
作
り
の
重
要
性
を
唱
え
ら
れ
る
。

﹇
本
稿
は
二
〇
一
一
年
度
日
本
大
学
法
学
部
研
究
費
（
共
同
研
究
）
の
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
﹈

二
〇
四


